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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第86期中より、純資産額の算定にあたっては「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

３．当社は、平成18年４月１日を合併期日として㈱トーメンと合併しております。 

 

回次 第84期中 第85期中 第86期中 第84期 第85期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(1)連結経営指標等   

売上高（百万円） 1,609,833 1,845,684 2,934,669 3,315,830 3,945,319

経常利益（百万円） 29,002 37,829 55,697 61,080 86,179

中間（当期）純利益（百万円） 18,586 20,375 38,751 37,521 45,732

純資産額（百万円） 213,578 269,634 497,744 237,132 314,319

総資産額（百万円） 1,107,114 1,333,313 2,373,870 1,198,394 1,602,702

１株当たり純資産額（円） 769.77 969.03 1,401.78 849.16 1,125.12

１株当たり中間（当期）純利益(円) 66.81 73.15 119.81 132.98 161.88

潜在株式調整後１株当たり中間 
（当期）純利益（円） 

66.41 72.67 119.11 132.11 160.75

自己資本比率（％） 19.29 20.22 19.13 19.79 19.61

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

1,124 17,854 12,527 17,835 33,089

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△10,276 △10,212 △28,760 △29,409 △119,378

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

4,267 △2,647 △22,539 12,027 90,452

現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高（百万円） 

64,506 74,949 120,156 69,547 75,032

従業員数(人) 
（外、平均臨時雇用者数） 

13,062 
(1,296)

15,225
(1,459)

22,227
(2,336)

13,981 
(1,608)

15,928
(1,522)

(2)提出会社の経営指標等   

売上高（百万円） 1,293,311 1,420,981 1,989,395 2,638,392 3,028,132

経常利益（百万円） 16,340 24,638 24,945 27,188 40,647

中間（当期）純利益（百万円） 9,359 18,291 26,199 15,800 24,502

資本金（百万円） 26,748 26,748 26,748 26,748 26,748

発行済株式総数（千株） 282,867 282,867 327,563 282,867 282,867

純資産額（百万円） 187,131 222,984 367,848 199,114 244,006

総資産額（百万円） 881,109 1,010,323 1,724,756 923,868 1,208,012

１株当たり配当額(円) 5.00 9.00 12.00 12.00 18.00

自己資本比率（％） 21.24 22.07 21.33 21.55 20.20

従業員数（人） 1,947 1,955 2,692 1,963 1,933



２【事業の内容】 

当社グループは、当社を関連会社とするトヨタ自動車㈱、当社及び子会社346社・関連会社176社で構成され、国内及び海外に

おける各種商品の販売を主要業務とし、その他の商品の製造・加工・販売、事業投資、サービスの提供などの業務に携わってお

ります。 

当社グループでは、取扱商品またはサービスの内容に応じて、金属、機械・エレクトロニクス、自動車、エネルギー・化学

品、食料、生活産業・資材の６営業本部に関係する事業を区分しており、それぞれの事業は、当社の営業本部及び営業本部直轄

の関係会社により推進しております。その他、コーポレート本部、業務本部が活動を行っております。各事業における主な事業

内容につきましては、「第５ 経理の状況」におけるセグメント情報の注記に記載の通りであります。 

なお、当中間連結会計期間より従来「生活産業・資材」に含めていた食料事業は、㈱トーメンとの合併に伴い規模が拡大した

ため、「食料」として区分しております。また当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントのうち「機械情報」を「機械・

エレクトロニクス」に呼称変更しております。 

  



３【関係会社の状況】 

平成18年４月１日に当社は㈱トーメンと合併しております。このため、前連結会計年度の有価証券報告書に持分法適用関連会

社として記載していた㈱トーメンは当社の関係会社でなくなるとともに、同社のすべての関係会社は、新たに当社の関係会社と

なっております。その主なものは以下のとおりであります。 

 

名称 住所 
資本金又は
出資金 

主要な事
業の内容 

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

役員の
兼任等 

融資 営業上の取引 
設備
の賃
貸借 

（連結子会社）       

㈱トーメンエレク
トロニクス 

東京都 
港区 

百万円 
5,251 

機械・エ
レクトロ
ニクス 

40.2
(0.6)

有 無

主として当社の取扱
う情報通信機器の販
売等を行っておりま
す。 

有

㈱トーメンデバイ
ス 

東京都 
中央区 

百万円 
2,054 

機械・エ
レクトロ
ニクス 

50.1
(23.5)

有 無 － 無

関東グレーンター
ミナル㈱ 

茨城県 
神栖市 

百万円 
700 

食料
60.0
(18.0)

有 無

主として当社の取扱
う原料穀物等の保
管・受渡を行ってお
ります。 

無

東洋棉花㈱ 
大阪市 
西区 

百万円 
490 

生活産
業・資材 

100.0 有 無
主として当社の取扱
う綿花の販売を行っ
ております。 

無

Tomen Power
（Singapore）
Pte.Ltd. 

Singapore， 
Singapore 

千米ドル 
46,558 

エネルギ
ー・化学
品 

100.0 有 無 － 無

P.T.Styrindo Mono 
Indonesia 

Jakarta, 
Indonesia 

千米ドル 
175,500 

エネルギ
ー・化学
品 

84.6 有 有

主として当社の取扱
うスチレンモノマー
の製造及び販売を行
っております。 

無

Oleos “MENU” 
Industria e 
Comercio Ltda. 

Sao Paulo, 
Brazil 

千ブラジル
レアル 
15,447 

食料
100.0
(0.01)

有 無

主として当社の取扱
う綿実油及び綿実副
産物の製造及び販売
を行っております。 

無

Tomen America 
Inc. 

New York, 
N.Y., 

U.S.A. 

千米ドル 
110,000 

その他 100.0 有 無 － 無



（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

２．上記連結子会社のうち、㈱トーメンエレクトロニクス、Tomen Power（Singapore）Pte.Ltd.、P.T.Styrindo Mono 

Indonesia、Tomen America Inc.は特定子会社であります。 

３．上記連結子会社のうち、㈱トーメンエレクトロニクス、㈱トーメンデバイスは有価証券報告書を提出しております。 

４．㈱トーメンエレクトロニクスの議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社とした

ものであります。 

５．上記持分法適用関連会社のうち、三洋化成工業㈱は有価証券報告書を提出しております。 

６．三洋化成工業㈱の議決権の所有割合は100分の20以下でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたもの

であります。 

  

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員等は除いております。）は

（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ

ります。 

３．従業員数及び臨時雇用者数が前連結会計年度末に比しそれぞれ6,299人、814人増加しているのは、主として㈱トーメン

との合併及び海外連結子会社の業容拡大等によるものであります。 

 

名称 住所 資本金 
主要な事
業の内容 

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

役員の
兼任等 

融資 営業上の取引 
設備
の賃
貸借 

（持分法適用関連会社）     

三洋化成工業㈱ 
京都市 
東山区 

百万円 
13,051 

エネルギ
ー・化学
品 

19.6
(0.02)

有 無

主として当社の取扱
う高吸水性樹脂等の
購入及び原材料・設
備の販売を行ってお
ります。 

無

㈱ユーラスエナジ
ーホールディング
ス 

東京都 
港区 

百万円 
5,699 

エネルギ
ー・化学
品 

40.0 有 無 － 無

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

金属 2,521 (192) 

機械・エレクトロニクス 4,017 (862) 

自動車 5,640 (171) 

エネルギー・化学品 2,023 (313) 

食料 1,125 (253) 

生活産業・資材 2,017 (210) 

その他 3,562 (269) 

全社（共通） 1,322 (66) 

合計 22,227 (2,336) 



(2)提出会社の状況 

（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であります。 

２．従業員数が前事業年度末より759人増加しているのは、主として㈱トーメンとの合併によるものであります。 

  

(3)労働組合の状況 

 平成18年４月１日付の㈱トーメンとの合併に伴い、豊田通商職員組合は平成18年９月１日をもってトーメン労働組合と合併

し豊田通商労働組合と名称変更いたしました。なお、労使関係について特記すべき事項はありません。 

  

  

  

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 2,692 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当中間連結会計期間のわが国経済は、公共投資の減少などマイナス要因はあったものの、輸出の緩やかな伸長や堅調な雇

用および所得環境による個人消費の伸び、企業の期待成長率の高まり等を反映した設備投資の加速により、全体としてはプ

ラスの成長を維持し、引き続き底堅く推移しました。 

 一方海外において、米国経済は金融引締めや原油高等により、住宅投資の減少、個人消費および企業の設備投資の伸びの

鈍化など、足元の減速が明らかになってきました。欧州経済は、輸出を中心とした緩やかな景気回復が続きました。中国・

アジア経済は、各国の輸出が概ね堅調に拡大する一方で、内需の減速があり伸び悩みが見られましたが、中国の投資拡大に

よる高成長の継続により、全体としては堅調な成長を維持しました。 

 このような環境のもと、豊田通商グループの当中間連結会計期間の売上高は㈱トーメンと合併したこともあり2兆9,346億

円となり、前中間連結会計期間（1兆8,582億円（「その他の営業収益」を含む））を57.9％上回りました。利益につきまし

ては、経常利益は売上高の増加等により556億97百万円となり、前中間連結会計期間(378億29百万円)を178億68百万円

(47.2％)上回りました。その結果、税引後の中間純利益は387億51百万円となり、前中間連結会計期間（203億75百万円）を

183億76百万円(90.2％)上回ることができました。 

  

（注）当中間連結会計期間より、「売上高」には「その他の営業収益」を含めるよう表示方法を変更しております。これに伴

い前中間連結会計期間の数値を当中間連結会計期間の表示科目に組替えております。 

また、従来「生活産業・資材」に含めていた食料事業は、㈱トーメンとの合併に伴い規模が拡大したため、当中間連結

会計期間より「食料」として区分し、「機械情報」の呼称を「機械・エレクトロニクス」に変更しております。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①金属 

 鉄鋼分野では、国内の自動車向け需要が好調に推移し、また、輸出市場も需要回復し市況も上昇傾向にある中、取引先企

業への拡販に努めた結果、取り扱いが伸長しました。鉄鋼原料分野では、従来の拠点に加え、タイにおいて工場内リサイク

ル会社を稼動させ、リサイクル事業の拡大に努めました。非鉄金属分野では、アルミ溶湯事業において、従来の生産拠点に

加えて、海外では中国・天津に、国内では愛知県田原市に新たに建設した工場が稼動を開始するなど、事業の拡大に努めま

した。これらの結果、売上高は前中間連結会計期間を1,428億円(19.3％）上回る8,840億円となりました。営業利益につきま

しては171億53百万円となりました。 

②機械・エレクトロニクス 

 機械分野では、取引先各企業の海外展開が活発であり機械設備の納入等積極的に取り組んだことにより取り扱いが伸長し

ました。繊維機械分野ではエアージェット織機を中心とした中国向け輸出が順調に推移しました。情報・電子分野ではカー

エレクトロニクス商売において、ハイブリッド車の普及／市場拡大に対応し、取り扱いの増加につなげました。また運転者

支援・安全対応等のカーエレクトロニクス新技術にも取り組みました。Ｌ＆Ｆ分野では、フォークリフトの積極的な拡販に

取り組んだ結果、取り扱いが伸長しました。海外での自動車生産用部品分野では、自動車生産の拡大及びモデルチェンジに

的確に対応し、取り扱いは堅調に推移しました。これらの結果、合併による取り扱い増加を含め、売上高は前中間連結会計

期間を2,415億円（49.3％）上回る7,312億円となりました。営業利益につきましては144億55百万円となりました。 

③自動車 

 中南米、アフリカ、ロシア等の市場好調による台数増及び合併により新たに加わったスバル車両の台数が寄与し、前中間

連結会計期間比で20％増の取扱台数を達成することができました。また、海外販売拠点については、重点地域の中国で新た

に6つのディーラーを新設、欧州ではロシア、フランス及びスペインにそれぞれディーラーを1社設立し、メキシコでも2拠点

を増やした結果、世界拠点が期初の85拠点から96拠点に増加するなど販売体制の強化に努めました。これらの結果、売上高

は前中間連結会計期間を573億円（18.5％）上回る3,674億円となりました。営業利益につきましては146億58百万円となりま

した。 

 



④エネルギー・化学品 

 化学品合樹分野では、取引先企業の海外生産増及び新規取引先との事業拡大により化学品・合成樹脂の取り扱いが伸長し

ました。エネルギー・プラント分野では、合併による石油調達先の拡大を生かし販売エリア・顧客の拡大や石油製品輸入販

売の拡大などに取り組みました。また、中東・アジアでのエネルギー関連プラント輸出に注力しました。これらの結果、合

併による取り扱い増加を含め、売上高は前中間連結会計期間を4,422億円（327.3％）上回る5,773億円となりました。営業利

益につきましては21億65百万円となりました。 

⑤食料 

 飼料分野では、輸入大豆粕等の飼料副原料の取り扱い増加が寄与し、取扱高は順調に推移しました。またトヨタ自動車

㈱、㈱メニコンと共同で、家畜排泄物の有効活用を行い環境配慮の循環型農業に寄与する、堆肥化促進事業を立ち上げると

共に、堆肥化促進剤の販売を開始しました。食品分野では調理加工食品のＯＥＭ機能を強化し、コンビニエンスストアなど

への拡販に取り組みました。これらの結果、合併による取り扱い増加を含め、売上高は前中間連結会計期間を1,037億円

（182.1％）上回る1,606億円となりました。営業利益につきましては2億57百万円となりました。 

⑥生活産業・資材 

 住宅分野では病院併設マンションや食品スーパーの商業施設開発に着手しました。保険分野では、ＣＳ向上・個人保険販

売強化を目的にカスタマーセンターを設立し拡販に取り組みました。介護関連分野では介護機器レンタル拠点を北関東と南

大阪の2ケ所に新たに開設し介護機器レンタル卸事業の拡大に努めました。資材分野では、エアバッグ需要増に対応するた

め、中国、ベトナムでの生産体制の拡大に努めました。これらの結果、合併による取り扱い増加を含め売上高は前中間連結

会計期間を776億円（78.0％）上回る1,772億円となりました。営業利益につきましては23億91百万円となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 金属、機械・エレクトロニクスの取扱高増加及び合併による増加等により、売上高は前中間連結会計期間を7,435億円

(59.3％)上回る1兆9,969億円となりました。営業利益につきましては売上高伸長に伴う増加等により、前中間連結会計期間

を66億97百万円(46.2％)上回る211億86百万円となりました。 

②アジア・オセアニア 

 アジアの現地法人の取扱高増加及び合併による増加等により、売上高は前中間連結会計期間を2,224億円(99.0％)上回る

4,470億円となりました。営業利益につきましては売上高伸長に伴う増加等により、前中間連結会計期間を35億53百万円

(47.3％)上回る110億71百万円となりました。 

③北米 

 金属の取扱高増加及び合併による増加等により、売上高は前中間連結会計期間を470億円(21.2％)上回る2,687億円となり

ました。営業利益につきましては前中間連結会計期間を３億２百万円(4.8％)上回る65億86百万円となりました。 

④欧州 

 欧州の現地法人、ロシアの自動車販売会社の取扱高増加及び合併による増加等により、売上高は前中間連結会計期間を427

億円(36.4％)上回る1,601億円となりました。営業利益につきましては売上高伸長に伴う増加等により前中間連結会計期間を

22億76百万円(60.5％)上回る60億35百万円となりました。 

⑤その他の地域 

 アフリカの自動車販売会社及び現地法人の取扱高増加及び合併による増加等により、売上高は前中間連結会計期間を206億

円(50.3％)上回る617億円となりました。営業利益につきましては売上高伸長に伴う増加等により前中間連結会計期間を32億

60百万円(102.1％)上回る64億54百万円となりました。 

  

 



(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による増加、投資活動及び財務

活動による減少に加え、平成18年４月１日付の㈱トーメンとの合併に伴う現金及び現金同等物の増加829億43百万円等によ

り、当中間連結会計期間末残高は1,201億56百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ452億７百万円増加となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、営業活動による資金の増加は125億27百万円（前中間連結会計期間比53億27百万円減少）と

なりました。これは利益の増加等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、投資活動による資金の減少は287億60百万円（前中間連結会計期間比185億48百万円減少）

となりました。これは主に米国現地法人等の有形固定資産の取得および当社単体の投資有価証券の取得等による支出による

ものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、財務活動による資金の減少は225億39百万円（前中間連結会計期間比198億92百万円減少）

となりました。これは借入金の返済等によるものです。 

 



２【仕入、成約及び売上の状況】 

(1）仕入の状況 

 仕入高と売上高との差額は僅少であるため、記載は省略しております。 

  

(2）成約の状況 

 成約高と売上高との差額は僅少であるため、記載は省略しております。 

  

(3）売上の状況 

 「第２ 事業の状況 １．業績等の概要」及び「第５ 経理の状況」におけるセグメント情報を参照してください。 

 （注）１．主な相手先別の販売高及び総販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はありま

せん。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当社は、平成18年４月１日を合併期日として㈱トーメンと合併し、商号は引続き「豊田通商株式会社」とし、㈱トーメンの資

産・負債及び権利・義務の一切を承継いたしました。なお、当該合併に係る詳細は「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表

等」の「追加情報」に掲げるパーチェス法の適用（当中間連結会計期間）及び「重要な後発事象」（前連結会計年度）を参照し

てください。 

  

５【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 

  

  

  

相手先 

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  
販売高
（百万円） 

割合（％）
販売高
（百万円） 

割合（％） 

  トヨタ自動車㈱ 139,844 7.6 150,210 5.1 



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

  平成18年４月１日付の㈱トーメンとの合併に伴い、同社グループの主要な設備をすべて引き継いでおります。なお、これ以

外に、当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

㈱トーメンとの合併に伴い、引き継いだ主要な設備のうち主なものは、次のとおりであります。 

  

（注）１．賃借先は住友不動産株式会社であり、賃借料は1,112百万円／年、敷金1,617百万円であります。 

２．帳簿価額のうち「その他」は、構築物、器具備品等の合計であります。なお、金額には消費税等を含んでおりませ

ん。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

  

  

事業 事業所名 設備の内容 所在地
従業
員数
（人）

土地 建物 機械装置 その他

面積
（千㎡） 

帳簿価額
(百万円) 

帳簿価額
(百万円) 

帳簿価額
(百万円) 

帳簿価額
(百万円) 

－ 東京本社 
オフィスビル 
（注１） 

東京都
千代田区 

734 － － 175 － 43



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,000,000,000 

計 1,000,000,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月25日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 327,563,216 354,056,516

東京証券取引所
（市場第一部） 
名古屋証券取引所 
（市場第一部） 

完全議決権株
式であり権利
内容に何ら限
定のない当社
における標準
的な株式 

計 327,563,216 354,056,516 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成15年６月27日定時株主総会決議 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 563 521 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 563,000 521,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注1)１株当たり 780 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年８月１日
至 平成19年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  780
資本組入額 390 

同左 

新株予約権の行使の条件 

1)新株予約権の権利行使
は一個単位とする。 
2)新株予約権の割当てを
受けた者は、権利行使
時において、当社もし
くは当社の子会社・関
連会社の取締役もしく
は従業員たる地位にあ
るか、または地位を失
った日から１年６ヶ月
を経過していないこと
を要する。 
ただし、当社取締役を
退任後ただちに当社執
行役員に就任する場合
および当社執行役員を
退任後ただちに当社取
締役に就任する場合
は、退任にあたらない
ものとする。 
3)新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人はこ
れを行使できないもの
とする。 
4)その他の権利行使の条
件は、「平成15年度新
株予約権割当契約書」
に定めるところによ
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 



平成16年６月24日定時株主総会決議 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,228 1,146 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,228,000 1,146,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注1)１株当たり 1,170 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年８月１日
至 平成20年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,170
資本組入額  585 

同左 

新株予約権の行使の条件 

1)新株予約権の権利行使
は一個単位とする。 
2)新株予約権の割当てを
受けた者は、権利行使
時において、当社もし
くは当社の子会社・関
連会社の取締役もしく
は従業員たる地位にあ
るか、または地位を失
った日から１年６ヶ月
を経過していないこと
を要する。 
ただし、当社取締役を
退任後ただちに当社執
行役員に就任する場合
および当社執行役員を
退任後ただちに当社取
締役に就任する場合
は、退任にあたらない
ものとする。 
3)新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人はこ
れを行使できないもの
とする。 
4)その他の権利行使の条
件は、「平成16年度新
株予約権割当契約書」
に定めるところによ
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 



 （注1）  新株予約権発行後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使、ならびに当社

第79回および第80回定時株主総会決議に基づき当社が取得した自己株式の当該総会決議に基づくストックオプションの行

使による権利者への譲渡を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる１円未満の端

数は切り上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。 

上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるもの

とする。 

  

 

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１   

  分割・併合の比率   

          
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１株当たりの時価   

  既発行株式数＋新規発行株式数   



平成17年６月24日定時株主総会決議 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 970 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 970,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注2)１株当たり 1,915 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年８月１日
至 平成21年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,915
資本組入額  958 

同左 

新株予約権の行使の条件 

1)新株予約権の権利行使
は一個単位とする。 
2)新株予約権の割当てを
受けた者は、権利行使
時において、当社もし
くは当社関係会社の取
締役もしくは従業員た
る地位にあるか、また
は地位を失った日から
１年６ヶ月を経過して
いないことを要する。
ただし、当社取締役を
退任後ただちに当社執
行役員に就任する場合
および当社執行役員を
退任後ただちに当社取
締役に就任する場合
は、退任にあたらない
ものとする。 
3)新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人はこ
れを行使できないもの
とする。 
4)その他の権利行使の条
件は、「平成17年度新
株予約権割当契約書」
に定めるところによ
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 



 （注2）  新株予約権発行後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使、ならびに当社

第80回定時株主総会決議に基づき当社が取得した自己株式の当該総会決議に基づくストックオプションの行使による権利

者への譲渡を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。 

上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるもの

とする。 

 

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１   

  分割・併合の比率   

          
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１株当たりの時価   

  既発行株式数＋新規発行株式数   



会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成18年６月27日定時株主総会決議 

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 7,640 7,580 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 764,000 758,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注3)１株当たり 2,805 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年８月１日
至 平成22年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,805
資本組入額 1,403 

同左 

新株予約権の行使の条件 

1)新株予約権の権利行使
は一個単位とする。 
2)新株予約権者は、権利
行使時において、新株
予約権の割当を受けた
時点に在籍していた会
社における取締役、執
行役員または従業員等
の地位にあることを要
す。ただし、新株予約
権者が退任または退職
等により、その地位を
失った日から１年６ヶ
月に限り、新株予約権
を行使することができ
る。 
3)新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人はこ
れを行使できないもの
とする。 
4)その他の権利行使の条
件は、「平成18年度新
株予約権割当契約書」
に定めるところによ
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 



 （注3）  新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。ただし新株予約権の行使の場合

は、行使価額の調整は行われない。 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当たりの払込金額」を「１株

当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。 

上記のほか、新株予約権の割当日後に、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を

行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適

切に調整されるものとする。 

  

  

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１   

  株式分割（または株式併合）の比率   

          
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１株当たりの時価   

  既発行株式数＋新規発行株式数   



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．㈱トーメンとの合併（合併比率１：0.069）に伴うものであります。 

２．平成18年11月21日を払込期日とする一般募集及び第三者割当による増資により、発行済株式総数が24,890千株、資本金

が35,896百万円及び資本準備金が35,879百万円増加しました。 

３．平成18年12月19日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資により、発行済株

式総数が1,603千株、資本金が2,291百万円及び資本準備金が2,290百万円増加しました。 

  

(4）【大株主の状況】 

 （注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

  

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成18年４月１日 
（注１） 

44,695 327,563 － 26,748 91,492 116,197

    平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

トヨタ自動車㈱ 豊田市トヨタ町１番地 70,978 21.67 

㈱豊田自動織機 刈谷市豊田町２丁目１番地 36,760 11.22 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行㈱ 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 20,820 6.35 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 14,128 4.31 

日本マスタートラスト信託 
銀行㈱ 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 12,730 3.89 

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川２丁目27番２号 10,903 3.33 

住友信託銀行㈱ 東京都中央区晴海１丁目８番11号 7,545 2.30 

あいおい損害保険㈱ 東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 7,463 2.28 

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 6,746 2.06 

資産管理サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海１丁目８番12号 5,920 1.81 

計 － 193,996 59.22 

  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 20,820千株  

  日本マスタートラスト信託銀行㈱ 12,730千株  

  住友信託銀行㈱ 5,415千株  

  資産管理サービス信託銀行㈱ 5,920千株  



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、実質株主名簿に記載されていない㈱証券保管振替機構名義の株式が2,400株含

まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれておりま

す。 

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の株式が３株含まれております。 

  

②【自己株式等】 

 （注） このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有してない株式が100株（議決権の数１個）あります。

なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
普通株式 

3,489,200 
－

権利内容に何ら限定
のない当社における
標準的な株式 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

321,891,800 
3,218,918 同上 

単元未満株式 
普通株式 

2,182,216 
－ 同上 

発行済株式総数 327,563,216 － － 

総株主の議決権 － 3,218,918 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式
数（株） 

他人名
義所有
株式数
（株） 

所有株式
数合計
（株） 

発行済株
式総数に
対する所
有株式数
の割合
（％） 

豊田通商㈱ 名古屋市中村区名駅４丁目９番８号 3,455,100 － 3,455,100 1.05 

日本合成洗剤㈱ 大阪府八尾市跡部南の町２丁目２番４号 24,000 － 24,000 0.01 

クレードル食品㈱ 北海道網走郡美幌町字稲美164番地 6,700 － 6,700 0.00 

播州調味料㈱ 兵庫県姫路市野里948番地 3,400 － 3,400 0.00 

計 － 3,489,200 － 3,489,200 1.07 

月別 平成18年４月 平成18年５月 平成18年６月 平成18年７月 平成18年８月 平成18年９月

最高（円） 3,280 2,990 2,765 2,835 3,090 3,140 

最低（円） 2,835 2,550 2,180 2,440 2,730 2,825 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間

連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表については、中央青山監査法

人（現みすず監査法人）により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の

中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表については、あらた監査

法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

前中間連結会計期間及び前中間会計期間  中央青山監査法人 

当中間連結会計期間及び当中間会計期間  あらた監査法人 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 ※１  74,949 120,409  77,051 

２．受取手形及び売掛金 ※1,2  600,231 990,403  683,995 

３．たな卸資産 ※１  234,787 353,853  276,345 

４．繰延税金資産    9,560 16,949  13,840 

５．その他 ※１  59,207 122,363  64,155 

６．貸倒引当金    △7,978 △13,267  △8,405 

流動資産合計    970,758 72.8 1,590,712 67.0  1,106,983 69.1

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1) 建物及び構築物 ※１ 77,503 118,868 80,995  

減価償却累計額   △33,669 43,833 △56,653 62,215 △34,922 46,072 

(2) 機械装置及び運搬具 ※１ 77,894 156,618 82,771  

減価償却累計額   △48,161 29,732 △98,365 58,253 △50,792 31,979 

(3) 土地 ※１  34,058 48,816  35,427 

(4) 建設仮勘定    4,952 15,479  10,006 

(5) その他 ※１ 11,462 13,089 11,554  

減価償却累計額   △8,245 3,216 △8,998 4,090 △8,284 3,270 

有形固定資産合計    115,795 188,855  126,756 

２．無形固定資産      

(1) のれん    － 141,845  － 

(2) 連結調整勘定    15 －  62 

(3) その他    14,221 13,465  14,592 

無形固定資産合計    14,236 155,310  14,655 

３．投資その他の資産      

(1) 投資有価証券 ※１  207,658 336,197  324,292 

(2) 出資金    － 39,203  － 

(3) 繰延税金資産    1,592 22,694  1,895 

(4) 前払年金費用    1,976 1,576  2,261 

(5) その他 ※１  25,206 74,825  31,508 

(6) 貸倒引当金    △3,910 △35,506  △5,651 

投資その他の資産合計    232,523 438,992  354,306 

固定資産合計    362,555 27.2 783,158 33.0  495,718 30.9

資産合計    1,333,313 100.0 2,373,870 100.0  1,602,702 100.0

       



 

    
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形及び買掛金 ※２  459,524 747,990  536,029 

２．短期借入金 ※１  162,227 323,147  207,612 

３．コマーシャルペーパー    50,000 50,000  96,000 

４．一年以内に償還予定の社債    15,000 5,000  5,000 

５．未払法人税等    14,671 13,036  22,262 

６．繰延税金負債    637 2,357  839 

７．役員賞与引当金    － 354  － 

８．その他    123,347 173,584  151,473 

流動負債合計    825,409 61.9 1,315,471 55.4  1,019,217 63.6

Ⅱ 固定負債      

１．社債    60,000 100,400  55,000 

２．長期借入金 ※１  126,541 412,676  145,283 

３．繰延税金負債    19,190 6,496  30,387 

４．退職給付引当金    1,870 13,175  1,839 

５．役員退職慰労引当金    1,789 1,920  1,503 

６．債務保証損失引当金    401 117  283 

７．不動産関連損失引当金    － 1,851  － 

８．事業撤退損失引当金    － 15,748  － 

９．その他    14,298 8,268  17,891 

固定負債合計    224,089 16.8 560,654 23.6  252,188 15.7

負債合計    1,049,499 78.7 1,876,126 79.0  1,271,406 79.3

       

（少数株主持分）      

少数株主持分    14,179 1.1 － －  16,976 1.1

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金    26,748 2.0 － －  26,748 1.7

Ⅱ 資本剰余金    24,705 1.9 － －  24,705 1.5

Ⅲ 利益剰余金    184,006 13.8 － －  206,679 12.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金    43,249 3.2 － －  60,530 3.8

Ⅴ 為替換算調整勘定    △4,444 △0.3 － －  △164 △0.0

Ⅵ 自己株式    △4,631 △0.4 － －  △4,181 △0.3

資本合計    269,634 20.2 － －  314,319 19.6

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

   1,333,313 100.0 － －  1,602,702 100.0

       



  

  

    
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金    － － 26,748 1.1  － －

２．資本剰余金    － － 116,197 4.9  － －

３．利益剰余金    － － 241,036 10.2  － －

４．自己株式    － － △3,903 △0.2  － －

  株主資本合計    － － 380,079 16.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差額金    － － 57,134 2.4  － －

２．繰延ヘッジ損益    － － 14,898 0.6  － －

３．為替換算調整勘定    － － 1,942 0.1  － －

  評価・換算差額等合計    － － 73,975 3.1  － －

Ⅲ 新株予約権    － － 35 0.0  － －

Ⅳ 少数株主持分    － － 43,653 1.9  － －

  純資産合計    － － 497,744 21.0  － －

  負債純資産合計    － － 2,373,870 100.0  － －

        



②【中間連結損益計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    1,845,684 100.0 2,934,669 100.0  3,945,319 100.0

Ⅱ 売上原価    1,756,793 95.2 2,778,969 94.7  3,751,052 95.1

売上総利益    88,890 4.8 155,699 5.3  194,266 4.9

延払販売未実現利益繰入    － －  118 

延払販売未実現利益戻入    68 －  128 

売上総利益再計    88,959 4.8 － －  194,276 4.9

その他の営業収益    12,613 0.7 － －  27,315 0.7

営業総利益    101,573 5.5 － －  221,592 5.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費      

１．支払手数料   4,932 5,825 11,156  

２．旅費交通費   4,008 6,017 8,407  

３．通信費   931 1,490 2,015  

４．貸倒引当金繰入額   1,157 200 3,511  

５．給料手当   29,522 44,352 60,574  

６．厚生費   3,387 5,647 7,558  

７．賃借料   4,663 7,316 9,606  

８．減価償却費   4,323 4,764 9,205  

９．租税公課   1,425 1,938 2,856  

10．のれん償却額   － 7,662 －  

11．その他 ※１ 12,005 66,358 3.6 19,791 105,007 3.6 26,641 141,536 3.6

営業利益    35,214 1.9 50,692 1.7  80,056 2.0

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   915 3,405 1,930  

２．受取配当金   3,272 5,817 5,811  

３．持分法による投資利益   796 3,738 1,180  

４．雑収入   2,141 7,126 0.4 3,373 16,334 0.6 6,859 15,781 0.4

       



  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   3,395 9,075 7,540  

２．コマーシャルペーパー利息   6 － 50  

３．雑支出   1,109 4,512 0.3 2,255 11,330 0.4 2,068 9,658 0.2

経常利益    37,829 2.0 55,697 1.9  86,179 2.2

Ⅵ 特別利益      

１．有形・無形固定資産売却益 ※２ － 756 －  

２．投資有価証券・出資金売却益   － 1,186 －  

３．有形固定資産売却益 ※２ 1,985 － 1,985  

４．投資有価証券売却益   1,783 － 1,783  

５．償却債権取立益   － 95 －  

６．貸倒引当金戻入益   － 2,496 －  

７．債務保証損失引当金戻入額   － 3,769 0.2 51 4,585 0.1 233 4,002 0.1

Ⅶ 特別損失      

１．有形・無形固定資産処分損 ※３ － 220 －  

２．投資有価証券・出資金売却損   － 9 －  

３．投資有価証券・出資金評価損   － 1,428 －  

４．会員権評価損   － 13 －  

５．無形固定資産除却損   － － 118  

６．投資有価証券売却損   － － 904  

７．投資有価証券評価損   1,775 － 3,434  

８．関係会社株式売却損   171 － 171  

９．関係会社清算見込損   － － 848  

10．投資等その他評価損 ※４ 14 － 38  

11．過去勤務債務償却額 ※５ － 1,961 0.1 1,402 3,075 0.1 － 5,516 0.1

税金等調整前中間（当期）純
利益 

   39,636 2.1 57,206 1.9  84,666 2.2

法人税、住民税及び事業税   19,067 14,964 40,848  

法人税等調整額   △1,745 17,322 0.9 △733 14,231 0.5 △6,329 34,518 0.9

少数株主利益    1,938 0.1 4,223 0.1  4,415 0.1

中間(当期)純利益    20,375 1.1 38,751 1.3  45,732 1.2

       



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  24,705 24,705

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

 24,705 24,705

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  165,019 165,019

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．中間（当期）純利益 20,375 45,732

２．連結子会社増加に伴う
増加高 

113 113

３．持分法適用会社増加に
伴う増加高 

1,013 1,013

４．在外連結子会社の決算
期変更に伴う増加高 

2,477 23,979 2,477 49,336

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金 1,950 4,454

２．役員賞与 563 564

３．自己株式処分差損 120 299

４．連結子会社増加に伴う
減少高 

278 278

５．持分法適用会社増加に
伴う減少高 

20 20

６．在外連結子会社の会計
基準変更に伴う減少高 

※１ 2,058 4,993 2,058 7,676

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

 184,006 206,679

   



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

（注）定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 26,748 24,705 206,679 △4,181 253,952

中間連結会計期間中の変動額   

合併による新株の発行 － 91,492 － － 91,492

剰余金の配当（注） － － △2,509 － △2,509

役員賞与（注） － － △681 － △681

中間純利益 － － 38,751 － 38,751

自己株式の取得 － － － △233 △233

自己株式の処分 － － △17 737 720

連結子会社増加に伴う増加高 － － 187 － 187

連結子会社増加に伴う減少高 － － △824 － △824

持分法適用会社増加に伴う増加
高 

－ － 512 － 512

持分法適用会社増加に伴う減少
高 

－ － △954 － △954

その他 － － △107 △226 △333

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 91,492 34,356 277 126,126

平成18年９月30日残高（百万円） 26,748 116,197 241,036 △3,903 380,079

  

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 60,530 － △164 60,366 － 16,976 331,296

中間連結会計期間中の変動額   

合併による新株の発行 － － － － － － 91,492

剰余金の配当（注） － － － － － － △2,509

役員賞与（注） － － － － － － △681

中間純利益 － － － － － － 38,751

自己株式の取得 － － － － － － △233

自己株式の処分 － － － － － － 720

連結子会社増加に伴う増加高 － － － － － － 187

連結子会社増加に伴う減少高 － － － － － － △824

持分法適用会社増加に伴う増加
高 

－ － － － － － 512

持分法適用会社増加に伴う減少
高 

－ － － － － － △954

その他 － － － － － － △333

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△3,396 14,898 2,106 13,608 35 26,676 40,321

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△3,396 14,898 2,106 13,608 35 26,676 166,448

平成18年９月30日残高（百万円） 57,134 14,898 1,942 73,975 35 43,653 497,744



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間（当期）純利益   39,636 57,206 84,666 

減価償却費   6,937 8,741 14,841 

連結調整勘定償却額   △43 － △86 

のれん償却額   － 7,662 － 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   836 △2,460 3,483 

受取利息及び受取配当金   △4,188 △9,223 △7,742 

支払利息   3,402 9,075 7,590 

持分法による投資利益   △796 △3,738 △1,180 

売上債権の増加額   △35,521 △17,520 △117,761 

たな卸資産の増加額   △27,772 △19,303 △64,660 

仕入債務の増加額   40,480 18,917 108,405 

その他   8,895 △8,558 34,054 

小計   31,867 40,798 61,611 

利息及び配当金の受取額   7,420 9,366 10,503 

利息の支払額   △3,481 △8,173 △7,047 

法人税等の支払額   △17,952 △29,463 △31,977 

営業活動によるキャッシュ・フロー   17,854 12,527 33,089 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（増加：△）   － 2,483 △2,019 

有形固定資産の取得による支出   △12,109 △14,968 △28,166 

有形固定資産の売却による収入   11,568 1,155 12,281 

無形固定資産の取得による支出   △4,048 △2,456 △6,930 

投資有価証券の取得による支出   △6,984 － △97,419 

投資有価証券の売却等による収入   2,670 － 5,793 

投資有価証券・出資金の取得 
による支出 

  － △14,427 － 

投資有価証券・出資金の売却等 
による収入 

  － 2,957 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社 
株式の取得による収入 

  － － 115 

連結の範囲の変更を伴う子会社 
株式の売却による収入 

  － 1,137 － 

貸付けによる支出   △2,783 △4,867 △5,571 

貸付金の回収による収入   3,050 5,510 5,384 

少数株主からの子会社株式 
取得による支出 

  － △3,060 － 

その他   △1,575 △2,223 △2,846 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △10,212 △28,760 △119,378 



  

  

  次へ 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（減少：△）   △7,212 △173,594 66,488 

長期借入れによる収入   17,149 130,987 55,452 

長期借入金の返済による支出   △8,310 △20,927 △9,872 

社債の発行による収入   － 45,000 － 

社債の償還による支出   － △40 △15,000 

自己株式取得による支出   △1,751 △233 △1,917 

配当金の支払額   △1,950 △2,509 △4,454 

少数株主への配当金の支払額   △1,246 △1,942 △1,355 

少数株主からの払込みによる収入   257 － 257 

その他   416 720 855 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △2,647 △22,539 90,452 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   989 269 1,902 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△) 

  5,983 △38,502 6,065 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   69,547 75,032 69,547 

Ⅶ 在外連結子会社の決算期変更による 
減少高 

  △1,105 － △1,105 

Ⅷ 合併に伴う現金及び現金同等物 
の増加額 

  － 82,943 － 

Ⅸ 新規連結子会社の現金及び現金 
同等物の期首残高 

  523 682 523 

Ⅹ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

  74,949 120,156 75,032 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 142社 (1) 連結子会社の数 259社 (1) 連結子会社の数 151社 

  主要な連結子会社名 

豊田スチールセンター㈱、豊

通エンジニアリング㈱、㈱豊

通シスコム、豊田ケミカルエ

ンジニアリング㈱、Toyota 

Tsusho America,Inc.、

Toyota Tsusho Europe 

S.A.、 Toyota Tsusho 

(Thailand) Co.,Ltd.、 

Toyota Tsusho U.K.Ltd.、

Chen Tai Fong Co.,Ltd.、

Toyota Tsusho Mining

（Australia）Pty.Ltd.、

Toyota Tsusho Investment 

(Australia) Pty.Ltd. 

なお、㈱エネ・ビジョン、 

㈱ウインドテック横浜以下10

社については財務内容の開示

をより充実する観点から、新

たに当中間連結会計期間より

連結子会社に含めることとい

たしました。 

主要な連結子会社名 

豊田スチールセンター㈱、豊

通エンジニアリング㈱、㈱豊

通シスコム、㈱トーメンエレ

クトロニクス、㈱トーメンデ

バイス、Toyota Tsusho 

America,Inc.、Toyota 

Tsusho Europe S.A.、 

Toyota Tsusho (Thailand) 

Co.,Ltd.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Chen Tai Fong 

Co.,Ltd.、Tomen Power 

(Singapore) Pte.Ltd.、

Toyota Tsusho Mining

（Australia）Pty.Ltd.、 

Toyota Tsusho Investment 

(Australia) Pty.Ltd.、

Business Car、Oleos

“MENU”Industria e 

Comercio Ltda.  

なお、㈱トーメンエレクトロ

ニクス、㈱トーメンデバイス

以下108社については、㈱ト

ーメンとの合併により、ま

た、Toyota Tsusho 

Automobiles Bordeaux 

S.A.R.L.、Poland Smelting 

Technologies“POLST” 

Sp.zo.o.以下14社について

は、財務内容の開示をより充

実する観点等から、新たに当

中間連結会計期間より連結子

会社に含めることといたしま

した。 

一方、前連結会計年度におけ

る連結子会社のうち、豊通フ

ーズ㈱以下14社については、

売却、合併等により、連結子

会社より除外しております。 

主要な連結子会社名は、「第

１ 企業の概況 ４．関係会

社の状況」に記載しているた

め、省略しております。 

なお、㈱エネ・ビジョン、㈱

ウインドテック横浜以下19社

については財務内容の開示を

より充実する観点から、新た

に当連結会計年度より連結子

会社に含めることといたしま

した。 



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

  Toyota Tsusho Automobiles 

Bordeaux S.A.R.L.、 

Poland Smelting 

Technologies“POLST” 

Sp.zo.o. 

豊通リビング㈱、  

Daihatsu Italia S.R.L. 

Toyota Tsusho Automobiles 

Bordeaux S.A.R.L.、 

Poland Smelting 

Technologies“POLST” 

Sp.zo.o. 

  （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社は、総資産、売

上高、中間純損益及び利益剰

余金等に関していずれも小規

模であり、全体としても中間

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないので連結の範

囲から除外しております。  

同左 非連結子会社は、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰

余金等に関していずれも小規

模であり、全体としても連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないので連結の範囲か

ら除外しております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 (1) 持分法適用の非連結子会社数 (1) 持分法適用の非連結子会社数 

４社 ７社 ３社 

  主要な会社名 主要な会社名 主要な会社名 

  Autofab（Australia）

Pty.Ltd.、 

Sanyo（Thailand）Co.,Ltd. 

Toyota Tsusho Automobile 

London Holdings Ltd.、 

Techno Steel Processing de 

Mexico, S.A. de C.V. 

Autofab（Australia）

Pty.Ltd.、 

Techno Steel Processing de 

Mexico, S.A. de C.V. 

  (2) 持分法適用の関連会社数 (2) 持分法適用の関連会社数 (2) 持分法適用の関連会社数 

  57社 109社 57社 

  主要な会社名 主要な会社名 主要な会社名 

  ㈱トーメン、 

Hinopak Motors Ltd. 

なお、NTA Machining(M) 

Sdn.Bhd. 以下12社について

は財務内容の開示をより充実

する観点から、新たに当中間

連結会計期間より持分法適用

の関連会社に含めることとい

たしました。 

また、OOO Toyota Motor以下

4社については他社への株式

売却、また㈱イーウェルにつ

いては第三者割当増資による

出資比率低下により当中間連

結会計期間より持分法適用の

範囲から除外いたしました。 

三洋化成工業㈱、 

㈱ユーラスエナジーホールデ

ィングス、 

Korea Polyol Co.,Ltd. 

なお、三洋化成工業㈱以下48

社については、㈱トーメンと

の合併により、また、Alpha 

Industries Bhd.以下13社に

ついては財務内容の開示をよ

り充実する観点から、新たに

当中間連結会計期間より持分

法適用の範囲に含めることと

いたしました。 

一方、前連結会計年度に持分

法を適用した会社のうち、㈱

トーメンについては、当社と

の合併により、また、

Autofab (Australia) 

Pty.Ltd.以下４社について

は、連結子会社への異動およ

び売却等により、持分法適用

の範囲より除外いたしまし

た。 

㈱トーメン、 

Hinopak Motors Ltd. 

なお、NTA Machining(M) 

Sdn.Bhd.以下13社については

財務内容の開示をより充実す

る観点から、新たに当連結会

計年度より持分法適用の関連

会社に含めることといたしま

した。 

また、OOO Toyota Motor以下

６社については他社への株式

売却、また㈱イーウェルにつ

いては第三者割当増資による

出資比率低下により当連結会

計年度より持分法適用の範囲

から除外いたしました。 



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3) 持分法を適用していない非連

結子会社（Toyota Tsusho 

Automobiles Bordeaux 

S.A.R.L.、Poland Smelting 

Technologies“POLST” 

Sp.zo.o.他）及び関連会社

（Ningbo Araco Co.,Ltd.、

Alpha Industries Bhd.他）

は、中間純損益及び利益剰余

金等に関していずれも小規模

であり、全体としても中間連

結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないので持分法適用

の範囲から除外しておりま

す。 

(3) 持分法を適用していない非連

結子会社（豊通リビング㈱、

Daihatsu Italia S.R.L.他）

及び関連会社（P.T. Astra 

Auto Finance、Steel 

Center Europe s.r.o.他）

は、中間純損益及び利益剰余

金等に関していずれも小規模

であり、全体としても中間連

結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないので持分法適用

の範囲から除外しておりま

す。 

(3) 持分法を適用していない非連

結子会社（Toyota Tsusho 

Automobiles Bordeaux 

S.A.R.L.、Poland Smelting 

Technologies“POLST” 

Sp.zo.o.他）及び関連会社

（Ningbo Araco Co.,Ltd.、

Alpha Industries Bhd.他）

は、当期純損益及び利益剰余

金等に関していずれも小規模

であり、全体としても連結財

務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないので持分法適用の範

囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる子会社は

次のとおりであります。 

連結子会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる子会社は

次のとおりであります。 

連結子会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる子会社は次のとお

りであります。 

  
  

  
上記の連結子会社については、中

間連結決算日との差異が３ヶ月を

超えていないため当該子会社の中

間決算財務諸表を使用しておりま

すが、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上

必要な調整を行っております。 

なお、当中間連結会計期間におい

て決算期を6月30日から9月30日に

変更した会社は次の通りです。 

Toyota Tsusho America, Inc. 

Toyota Tsusho Europe S.A. 

Toyota Tsusho Mining 
（Australia）Pty.Ltd. 

 Toyota Tsusho Investment 
     （Australia）Pty.Ltd. 

 Toyota Tsusho U.K.Ltd. 

 Toyota Tsusho（Thailand） 
Co.,Ltd. 

Chen Tai Fong Co.,Ltd. 

 Toyota Tsusho (Singapore)  
Pte.Ltd. 

 その他72社 

連結子会社名   中間決算日

Business Car   ６月末日 

Toyota Tsusho 
(Tianjin) Co., 
Ltd. 

  
６月末日 

Toyota Tsusho 
(Shanghai) 
Co.,Ltd. 

  
６月末日 

その他15社     

  

上記の連結子会社のうち、中間連

結決算日との差異が３ヶ月を超え

ない連結子会社については当該子

会社の中間決算財務諸表を使用し

ておりますが、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っており

ます。中間連結決算日との差異が

３ヶ月を超えている連結子会社に

ついては、中間連結決算日に正規

の決算に準ずる合理的な手続きに

よる決算を行っております。 

なお、当中間連結会計期間より決

算日を変更した会社が１社ありま

す。 

  

  

連結子会社名  中間決算日

Business Car  ６月末日 

Toyota Tsusho 
(Tianjin) Co., 
Ltd. 

 
６月末日 

Toyota Tsusho 
(Shanghai) 
Co.,Ltd. 

 
６月末日 

Oleos“MENU” 
Industria e 
Comercio Ltda. 

 
６月末日 

その他42社    

  
上記の連結子会社については、連

結決算日との差異が３ヶ月を超え

ていないため当該子会社の決算財

務諸表を使用しておりますが、連

結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を

行っております。 

なお、当連結会計年度において決

算期を12月31日から３月31日に変

更した会社は次の通りです。 

Toyota Tsusho America, Inc. 

Toyota Tsusho Europe S.A. 

Toyota Tsusho Mining 
（Australia）Pty.Ltd. 

Toyota Tsusho Investment 
（Australia）Pty.Ltd. 

Toyota Tsusho U.K.Ltd. 

Toyota Tsusho（Thailand） 
Co.,Ltd. 

Chen Tai Fong Co.,Ltd. 

Toyota Tsusho (Singapore)  
Pte.Ltd. 

その他72社 

連結子会社名   決算日 

Business Car   12月末日 

Toyota Tsusho 
(Tianjin) Co., 
Ltd. 

  12月末日 

Toyota Tsusho 
(Shanghai) 
Co.,Ltd. 

  12月末日 

その他22社     



  

  

  次へ 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

  満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（主として定額

法） 

同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は主として移

動平均法に基づき算定） 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として

移動平均法に基づき算定） 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は主として移動平

均法に基づき算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  主として移動平均法に基づ

く原価法 

同左 同左 

  ②デリバティブ ②デリバティブ ②デリバティブ 

   主として時価法 同左 同左 

  ③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

  原材料、半製品、製品 原材料、半製品、製品 原材料、半製品、製品 

  主として総平均法に基づく

原価法 

      同左 同左 

  商品（輸出入商品を除く） 商品（輸出入商品を除く） 商品（輸出入商品を除く） 

     主として移動平均法に基づ 

く原価法（ただし、一部の 

商品については低価法） 

同左     同左 

  輸出入商品 輸出入商品 輸出入商品 

  主として個別法に基づく原

価法（ただし、一部の商品

については低価法） 

同左 同左 

  貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  主として最終仕入原価法 同左 同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  有形固定資産については主と

して定率法によっており、耐

用年数、残存価額について

は、主として法人税法に定め

る基準と同一の基準を採用し

ております。 

また、無形固定資産について

は主として定額法によってお

ります。 

同左 同左 

  (3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

  ――――――   社債発行費 ―――――― 

    支出時に全額費用として処理

しております。 

  



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は、貸倒実績率等により、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

同左 同左 

  ②  ―――――― ②役員賞与引当金 ②  ―――――― 

    役員賞与の支出に備えて、当

連結会計年度における支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。 

  

  ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。なお、当中間

連結会計期間末においては、

当社および一部の連結子会社

の退職給付引当金が借方残高

となりましたので、1,976百

万円を「前払年金費用」とし

て表示しております。 

過去勤務債務については、そ

の発生した連結会計年度にお

いて費用処理しております。 

数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（主

として12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。なお、当中間

連結会計期間末においては、

当社の一部の退職給付制度に

係る退職給付引当金および一

部の連結子会社の退職給付引

当金が借方残高となりました

ので、1,576百万円を「前払

年金費用」として表示してお

ります。 

過去勤務債務については、一

部の連結子会社を除き、その

発生した連結会計年度におい

て費用処理しております。 

数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（主

として12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。なお、当連結会計

年度においては、当社および

一部の連結子会社の退職給付

引当金が借方残高となりまし

たので、2,261百万円を「前

払年金費用」として表示して

おります。 

過去勤務債務については、そ

の発生した連結会計年度にお

いて費用処理しております。 

数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（主

として12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

  ④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく当中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

取締役および執行役員等の退

職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく当中間連結

会計期間末要支給額を計上し

ております。 

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上

しております。 

  ⑤債務保証損失引当金 ⑤債務保証損失引当金 ⑤債務保証損失引当金 

  債務保証に係る損失に備える

ため、被保証先の財政状態を

個別に勘案し、損失負担見積

額を計上しております。 

     同左 同左 



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ⑥  ―――――― ⑥不動産関連損失引当金 ⑥  ―――――― 

    財団法人民間都市開発推進機

構による土地の売戻し権の行

使により発生することとなる

土地の買戻し等に伴う損失に

備えるため、必要と認められ

る額を計上しております。 

  

  ⑦  ――――――  ⑦事業撤退損失引当金 ⑦  ―――――― 

    事業の譲渡、撤退に伴い発生

することとなる損失の見込額

を計上しております。 

  

  (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。 

なお、在外子会社等の資産及

び負債、収益及び費用は中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は少

数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

ております。 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。 

なお、在外子会社等の資産及

び負債、収益及び費用は中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含

めております。 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

なお、在外子会社等の資産及

び負債、収益及び費用は決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における

為替換算調整勘定に含めてお

ります。 

  (6) 重要なリース取引の処理方法 (6) 重要なリース取引の処理方法 (6) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、主として通常

の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

  (7) 重要なヘッジ会計の方法 (7) 重要なヘッジ会計の方法 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計処理は、主として

繰延ヘッジ及び振当処理によ

っております。 

同左 同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段： ヘッジ手段： ヘッジ手段： 

  （イ）為替予約取引等 （イ）為替予約取引等 （イ）為替予約取引等 

  （ロ）金利スワップ取引等 （ロ）金利スワップ取引等 （ロ）金利スワップ取引等 

  （ハ）商品市場における先物

取引等 

（ハ）商品市場における先物

取引等 

（ハ）商品市場における先物

取引等 

  ヘッジ対象： ヘッジ対象： ヘッジ対象： 

  （イ）外貨建取引等 （イ）外貨建取引等 （イ）外貨建取引等 

  （ロ）預金・借入金利息等 （ロ）預金・借入金利息等 （ロ）預金・借入金利息等 

  （ハ）非鉄金属、原油、ゴ

ム、食料等の市場のあ

る商品取引 

（ハ）非鉄金属、原油、ゴ

ム、食料、繊維等の市

場のある商品取引 

（ハ）非鉄金属、原油、ゴ

ム、食料等の市場のあ

る商品取引 



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

  ヘッジ取引の実行及び管理

は、取引限度等が規定された

社内規定等に基づき変動リス

クをヘッジしており、ヘッジ

取引の状況は毎月、マネジメ

ントへ報告されるほか、リス

ク管理を行うコーポレート本

部に対し報告することになっ

ております。  

     同左 同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジの有効性評価はヘッジ

開始時から有効性判定時点ま

での期間においてヘッジ対象

とヘッジ手段それぞれの相場

変動またはキャッシュ・フロ

ー変動の累計を比較し、両者

の間に高い相関関係が認めら

れております。 

同左 同左 

  ⑤その他 ⑤その他 ⑤その他 

  取引契約は、国内外の取引所

及び高い信用格付を有する金

融機関を相手先としており、

信用リスクはほとんどないと

判断しております。 

同左 同左 

  (8) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(8) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(8) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に満期日または

償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に満期日または償

還期限の到来する短期投資からな

っております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

従来、当社は先入先出法（輸出入

商品については個別法）に基づく

原価法（ただし、一部の商品につ

いては低価法）によっておりまし

たが、当中間連結会計期間より移

動平均法（輸出入商品については

個別法）に基づく原価法（ただ

し、一部の商品については低価

法）に変更しております。これは

新営業取引関連システムの導入を

契機に、リアルタイムで原価管理

を実施、また価格変動による損益

計算への影響を平準化することに

より、より適正なたな卸資産の評

価および期間損益の計算を行うこ

とが目的であります。なお、この

変更に伴う影響は軽微でありま

す。 

―――――― 従来、当社は先入先出法（輸出入

商品については個別法）に基づく

原価法（ただし、一部の商品につ

いては低価法）によっておりまし

たが、当連結会計年度より移動平

均法（輸出入商品については個別

法）に基づく原価法（ただし、一

部の商品については低価法）に変

更しております。これは新営業取

引関連システムの導入を契機に、

リアルタイムで原価管理を実施、

また価格変動による損益計算への

影響を平準化することにより、よ

り適正なたな卸資産の評価および

期間損益の計算を行うことが目的

であります。なお、この変更に伴

う影響は軽微であります。 

２．役員賞与に関する会計基

準 

────── 取締役及び監査役に対する役員賞

与については、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用しておりま

す。この結果、従来の方法と比較

して、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益はそれぞれ

354百万円減少しております。 

また、当社は当中間連結会計期間

より執行役員制度を導入しており

ますが、執行役員等の賞与につい

ても同会計基準に準拠した会計処

理を行っております。なお、執行

役員等の賞与については、その支

給見込額を「流動負債」の「その

他」に計上（185百万円）してお

ります。 

────── 

３．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準 

────── 当中間連結会計期間より中間連結

貸借対照表の表示について「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月9日）を適用しておりま

す。従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は439,156百万円で

あります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間に

おける中間連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則に基づいて作成

しております。 

────── 



  

  

  次へ 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．ストック・オプション等

に関する会計基準 

  

────── 当中間連結会計期間より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成

17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号 平成18年5月31日）を

適用しております。 

この結果、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益はそれ

ぞれ35百万円減少しております。 

────── 

５．企業結合に係る会計基準 ────── 当中間連結会計期間より「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号 

平成17年12月27日）を適用してお

ります。 

なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

────── 



表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表関係） （中間連結貸借対照表関係） 

従来、投資事業有限責任組合の出資持分は、投資その他の資産「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、「証券取引法の一部を改正

する法律」（施行平成16年12月1日 法律第97号）により当該出資

持分が証券取引法上の有価証券と定義されたことに伴い、前連結会

計年度より「投資有価証券」に含めて表示しております。 

なお、前中間連結会計期間において、投資その他の資産「その他」

に含めていた投資事業有限責任組合の金額は53百万円であります。 

１. 従来、無形固定資産に区分して表示していた「連結調整勘定」

及び無形固定資産の「その他」に含めて表示していた「営業

権」は、当中間連結会計期間より「のれん」と表示しておりま

す。 

なお、前中間連結会計期間において、無形固定資産の「その

他」に含めていた「営業権」の金額は2,555百万円でありま

す。 

２. 従来、有限会社の出資持分は、「投資有価証券」に含めて表示

しておりましたが、出資持分の内容を明確にするため、当中間

連結会計期間より「出資金」に区分して表示しております。 

なお、前中間連結会計期間において、「投資有価証券」に含め

ていた「出資金」の金額は22,657百万円であります。 

────── （中間連結損益計算書関係） 

  １. 従来、区分掲記しておりました「延払販売未実現利益繰入」

（当中間連結会計期間該当なし）及び「延払販売未実現利益戻

入」（当中間連結会計期間107百万円）、「その他の営業収

益」（当中間連結会計期間17,677百万円）、「コマーシャルペ

ーパー利息」（当中間連結会計期間83百万円）は、㈱トーメン

との合併に伴い金額の重要性などを勘案した上で表示科目の見

直しを行った結果、当中間連結会計期間よりそれぞれ「売上原

価」、「売上高」、「支払利息」に含めて表示しております。 

  ２. 従来、「雑収入」に含めて表示していた「連結調整勘定償却

額」及び「減価償却費」に含めて表示していた「営業権償却

費」は、「連結調整勘定」及び「営業権」を「のれん」として

表示したことに伴い、当中間連結会計期間より「のれん償却

額」と表示しております。 

なお、前中間連結会計期間において、「雑収入」に含めて表示

していた「連結調整勘定償却額」の金額は43百万円、また、

「減価償却費」に含めて表示していた「営業権償却費」の金額

は356百万円であります。 

  ３. 従来、「有形固定資産売却益」、「投資有価証券売却益」、

「無形固定資産除却損」、「投資有価証券売却損」、「投資有

価証券評価損」、「投資等その他評価損」と掲記しておりまし

たものは、㈱トーメンとの合併を契機に財務諸表の表示科目の

見直しを行った結果、当中間連結会計期間よりそれぞれ「有

形・無形固定資産売却益」、「投資有価証券・出資金売却

益」、「有形・無形固定資産処分損」、「投資有価証券・出資

金売却損」、「投資有価証券・出資金評価損」、「投資有価証

券・出資金評価損」及び「会員権評価損」と表示しておりま

す。 



  

 

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  １. 従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整勘定償

却額」及び「減価償却費」に含めて表示していた「営業権償却

費」は、「連結調整勘定」及び「営業権」を「のれん」として

表示したことに伴い、当中間連結会計期間より「のれん償却

額」と表示しております。 

なお、前中間連結会計期間において、「減価償却費」に含めて

表示していた「営業権償却費」の金額は356百万円でありま

す。 

  ２. 従来の投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の

取得による支出」及び「投資有価証券の売却等による収入」

は、中間連結貸借対照表における表示科目の変更に伴い、当中

間連結会計期間より「投資有価証券・出資金の取得による支

出」及び「投資有価証券・出資金の売却等による収入」と表示

しております。 



追加情報 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

特別目的会社との取引 当中間連結会計期間において、特

別目的会社として賃貸住宅特化型

の不動産ファンドを立上げ、当社

保有の賃貸マンション５棟（建物

簿価6,318百万円、土地簿価4,111

百万円、その他簿価８百万円）を

売却しております。 

―――――― 当連結会計年度において、特別目

的会社として賃貸住宅特化型の不

動産ファンドを立上げ、当社保有

の賃貸マンション５棟（建物簿価

6,318百万円、土地簿価4,111百万

円、その他簿価８百万円）を売却

しております。 

退職給付制度の変更 ────── 当社は、㈱トーメンとの合併を契

機に、将来にわたり安定的かつ継

続的に運営できる退職給付制度の

実現を目的として、企業年金基

金・退職一時金・確定拠出年金の

制度割合の変更、退職金ポイント

制の採用など新たな退職給付制度

の導入を決定し、本年10月１日よ

り新制度に移行しました。 

この制度変更に伴い、当中間連結

会計期間において過去勤務債務償

却額1,402百万円を特別損失とし

て計上しております。 

────── 

パーチェス法の適用 ────── 当社は、平成18年４月１日を合併

期日として㈱トーメンと合併し、

㈱トーメンの資産・負債及び権

利・義務の一切を承継いたしまし

た。合併に際し、当社は普通株式

44,695,912株を発行し、合併期日

の前日である平成18年３月31日の

㈱トーメンの最終の株主名簿（実

質株主名簿を含む）に記載または

記録された株主に対して、同社の

普通株式１株につき当社の普通株

式0.069株の割合をもって割当て

ました。 

当社は、当中間連結会計期間の中

間連結財務諸表の作成にあたり、

会計制度委員会研究報告第７号

「会社分割に関する会計処理」

（平成13年３月30日 日本公認会

計士協会）に基づき、平成17年12

月27日に公表されました「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。 

具体的には当社を取得企業、㈱ト

ーメンを被取得企業としたパーチ

ェス法により中間連結財務諸表を

作成しております。 

────── 



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    (1)被取得企業の名称及び事業の

内容、企業結合を行った主な

理由、企業結合日、企業結合

の法的形式、結合後企業の名

称 

  

    ①被取得企業の名称及び事業の

内容 

被取得企業：㈱トーメン 

事業の内容： 

各種商品の国内ならびに 

輸出入販売 

  

    ②企業結合を行った主な理由 

当社は、㈱トーメンとの間で

平成12年３月以降、資本・業

務提携を進めて参りましたが

これまでの成果を踏まえより

一層の事業領域拡大と新たな

ビジネスチャンスの創出を図

り、さらなる企業価値の向上

を実現するためには合併が両

社にとって最善の選択である

と判断するに至りました。 

  

    ③企業結合日 

平成18年４月１日 

  

    ④企業結合の法的形式 

当社を存続会社とし、㈱トー

メンを消滅会社とする吸収合

併方式 

  

    ⑤結合後企業の名称 

豊田通商㈱ 

  

    (2)中間連結財務諸表に含まれて

いる被取得企業の業績の期間

被取得企業である㈱トーメン

の当中間連結会計期間の業績

は、平成18年４月１日から平

成18年９月30日までの６ヶ月

間の業績となっております。 

  



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    (3)被取得企業の取得原価及びそ

の内訳。交付した株式の種類

別の交換比率及びその算定方

法、交付株式数及び評価額 

被取得企業の取得原価は

176,205百万円であり、その内

訳は当社普通株式44,695,912

株の発行に加え、合併期日の

前日である平成18年３月31日

時点で当社が保有していた㈱

トーメンの普通株式

159,735,000株及び優先株式

144,000,000株であります。 

取得原価の内、当社普通株式

分につきましては、統合発表

日を含まない前５日の当社平

均株価を用いて算出しており

ます。 

株式割当比率につきまして

は、合併期日の前日である平

成18年３月31日の㈱トーメン

の最終の株主名簿（実質株主

名簿を含む）に記載または記

録された株主に対して、同社

の普通株式１株につき当社の

普通株式0.069株の割合をもっ

て割当ていたしました。但

し、㈱トーメンが所有してい

た自己株式2,559,792株、当社

が所有していた㈱トーメンの

普通株式159,735,000株及び優

先株式144,000,000株に対して

は割当てを行いませんでし

た。株式割当比率の算定方法

につきましては、第三者機関

が算定した結果を参考とし

て、当事者間において決定い

たしました。 

  



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    (4)発生したのれんの金額、発生

原因、償却方法及び償却期間 

  

    ①のれんの金額 

146,439百万円 

  

    被取得企業から継承した資産

及び負債のうち、繰延税金資

産等一部の資産及び負債への

取得原価の配分については、

当中間連結会計期間末におい

て入手可能な情報による合理

的な見積り等に基づいた暫定

的な会計処理を行っておりま

す。 

このため、当連結会計年度末

までに追加的に入手した情報

等により当中間連結会計期間

末における見積り等に変更が

生じることとなった場合に

は、当該資産及び負債への取

得原価の配分を変更し、のれ

んの金額を修正することがあ

ります。 

  

    ②発生原因 

企業結合時の時価純資産が取

得原価を下回ったため、その

差額をのれんとして認識して

おります。 

  

    ③償却方法及び償却期間 

定額法(10年) 

  

    (5)企業結合日に受入れた資産及

び引き受けた負債の額並びに

その主な内訳 

      単位：百万円 

流動資産 流動負債 

433,121 469,399 

固定資産 固定負債 

289,421 195,514 

資産計  負債計 

722,543 664,914 

  



  

  

  次へ 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

財団法人民間都市開発推進機

構との契約 

────── 当社（消滅会社である㈱トーメ

ン）は、財団法人民間都市開発推

進機構（以下「民都」という。）

へ以下の通り土地を売却しており

ます。なお、民都は、契約日から

10年以内の間に売り戻すことがで

きる契約になっております。 

将来の土地買戻しに伴う損失見込

額を不動産関連損失引当金として

計上しております。 

契約日 平成11年３月５日 

所在地 千葉県四街道市 

売却面積 22,252.78㎡ 

(約6,700坪) 

売却額 1,778百万円 

────── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

  
１．輸出手形割引高 19,746百万円

  
１．輸出手形割引高 26,482百万円 １．輸出手形割引高 20,697百万円

２．保証債務 ２．保証債務 ２．保証債務 

連結会社以外の会社の借入金または取引

に対して保証を行っており、外貨建の保

証債務については、中間決算日の為替相

場により換算しております。なお、保証

予約等を含めて記載しております。 

連結会社以外の会社の借入金または取引

に対して保証を行っており、外貨建の保

証債務については、中間決算日の為替相

場により換算しております。なお、保証

予約等を含めて記載しております。 

連結会社以外の会社の借入金または取引

に対して保証を行っており、外貨建の保

証債務については、決算日の為替相場に

より換算しております。なお、保証予約

等を含めて記載しております。 
  

  

P.T.Astra Auto Finance 2,608百万円

Steel Center Europe 
s.r.o. 

1,420 

Poland Smelting  
Technologies “POLST” 
Sp.zo.o. 

957 

Toyota Tsusho 
Otomotive Sanayi Ve 
Ticaret A.S. 

883 

P.T.Tembaga Mulia 
Semanan 

634 

その他55社 6,478 

保証債務計 12,984百万円

債務保証損失引当金設定
額 

401 

差引 12,583百万円

  
P.T.Kaltim Pasifik 
Amoniak 

4,487百万円

P.T.Astra Auto Finance 2,920 

Steel Center Europe 
s.r.o. 

2,467 

ボンタン・エルエヌジ
ー・トレイン・エイチ投
資㈱ 

2,173 

Petro 21 InterTrade 
Company,Limited 

1,803 

P.T.Tembaga Mulia 
Semanan 

1,306 

その他69社 12,781 

保証債務計 27,942百万円

債務保証損失引当金設定
額 

117 

差引 27,825百万円   

P.T.Astra Auto Finance 2,717百万円

Steel Center Europe 
s.r.o. 

2,610 

Poland Smelting  
Technologies “POLST” 
Sp.zo.o. 

1,579 

Toyota Tsusho 
Otomotive Sanayi Ve 
Ticaret A.S. 

913 

P.T.Central Motor 
Wheel Indonesia 

742 

その他57社 8,306 

保証債務計 16,870百万円

債務保証損失引当金設定
額 

168 

差引 16,702百万円

３．※１ ３．※１ ３．※１ 

担保資産及び担保付債務 担保資産及び担保付債務 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 
  

  

現金及び預金 2,904百万円

受取手形及び 
売掛金 

50,408 

たな卸資産 39,493 

建物及び構築物 258 

機械装置及び 
運搬具 

5,897 

土地 366 

投資有価証券 4,974 

その他 3,597 

計 107,902百万円

  
現金及び預金 1,522百万円

受取手形及び 
売掛金 

64,285 

たな卸資産 63,171 

その他（流動資産） 6,439 

建物及び構築物 10,135 

機械装置及び 
運搬具 

12,185 

土地 4,635 

その他（有形固定資

産） 
871 

投資有価証券 8,940 

その他（投資その他の

資産） 
425 

計 172,614百万円

  

現金及び預金 783百万円

受取手形及び 
売掛金 

51,787 

たな卸資産 52,016 

建物及び構築物 119 

機械装置及び 
運搬具 

6,260 

土地 366 

投資有価証券 5,897 

長期貸付金 117 

その他 5,282 

計 122,630百万円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 
  

  

短期借入金 23,412百万円

長期借入金 13,806 

計 37,218百万円

  

  

短期借入金 34,934百万円

長期借入金 23,049 

計 57,984百万円
  

短期借入金 20,157百万円

長期借入金 15,722 

計 35,880百万円



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

４．    ―――――― ４．※２ ４．    ―――――― 

     中間連結会計期間末日の満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理しております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が中間連結会計期

間末日の残高に含まれております。 

受取手形  12,616百万円 

支払手形   8,915百万円 

  

    

５．当社及び連結子会社であるToyota 

Tsusho America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho

（Singapore）Pte.Ltd.においては、金

融市場の混乱等の不測の事態が発生した

場合の資金調達に備えるため、当中間連

結会計期間末現在、取引銀行11行との間

でマルチカレンシー・リボルビング・フ

ァシリティー（複数通貨協調融資枠）契

約を30,000百万円相当額締結しておりま

す。 

当中間連結会計期間末における複数通貨

協調融資枠に係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

  

複数通貨協調 
融資枠の総額 

30,000百万円
相当額

借入実行残高 － 

差引額 30,000百万円
相当額

５．当社及び連結子会社であるToyota  

Tsusho America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho

（Singapore）Pte.Ltd.においては、金

融市場の混乱等の不測の事態が発生した

場合の資金調達に備えるため、当中間連

結会計期間末現在、取引銀行12行との間

でマルチカレンシー・リボルビング・フ

ァシリティー（複数通貨協調融資枠）契

約を50,000百万円相当額締結しておりま

す。 

当中間連結会計期間末における複数通貨

協調融資枠に係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

  

複数通貨協調 
融資枠の総額 

50,000百万円
相当額

借入実行残高 － 

差引額 50,000百万円
相当額

５．当社及び連結子会社であるToyota 

Tsusho America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho

（Singapore）Pte.Ltd.においては、金

融市場の混乱等の不測の事態が発生した

場合の資金調達に備えるため、当連結会

計年度末現在、取引銀行11行との間でマ

ルチカレンシー・リボルビング・ファシ

リティー（複数通貨協調融資枠）契約を

30,000百万円相当額締結しております。 

当連結会計年度末における複数通貨協調

融資枠に係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。 

  

  

複数通貨協調 
融資枠の総額 

30,000百万円
相当額

借入実行残高 － 

差引額 30,000百万円
相当額

        
    
また、一部の連結子会社は、資金調達の

機動性と安全性を確保するため取引金融

機関とコミットメントライン設定契約を

締結しております。これらの契約にもと

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高等は次のとおりであります。 

  

コミットメントライン
の総額 18,700百万円
  及び

  1,000百万

タイバーツ

借入実行残高 18,000百万円

差引額 700百万円

  及び

  1,000百万

タイバーツ

  



（中間連結損益計算書関係） 

  

（中間連結剰余金計算書関係） 

  

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加44,695千株は、㈱トーメンとの合併に伴う新株の発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加278千株は、単元未満株式の買取りによる増加79千株、㈱トーメンとの合併に伴い新規

に持分法適用会社となった関連会社が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分198千株であります。 

３．普通株式の自己株式の株式数の減少700千株は、ストック・オプションの権利行使による減少685千株、単元未満株式の買

増し請求に応じたことによる減少11千株、持分法適用の関連会社が売却した自己株式（当社株式）の当社帰属分３千株で

あります。 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 研究開発費の総額 ※１ 研究開発費の総額 ※１ 研究開発費の総額 
  

一般管理費に含まれる
研究開発費 

159百万円

  
一般管理費に含まれる
研究開発費 

118百万円 一般管理費に含まれる
研究開発費 

275百万円

※２ 主に土地、建物の売却益によるもので

す。 

※２ 主に建物の売却益によるものでありま

す。 

※２ 主に土地、建物の売却益によるもので

あります。 

※３     ───── ※３ 主に建物、構築物の除却損によるもの

であります。 

※３     ───── 

※４ 出資金および会員権を時価へ評価替え

したことに伴う損失であります。   

※４     ───── ※４ 出資金および会員権を時価へ評価替え

したことに伴う損失であります。 

※５     ───── 

  

※５ 退職給付制度の変更に伴い発生した過

去勤務債務の一括処理によるものであ

ります。 

※５     ───── 

  

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ オーストラリアにおいて、当中間連結会計期間よりオースト

ラリア会計基準が国際会計基準に準拠したことに伴い利益剰

余金が減少しております。       

※１ オーストラリアにおいて、当連結会計年度よりオーストラリ

ア会計基準が国際会計基準に準拠したことに伴い利益剰余金

が減少しております。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式  282,867 （注１） 44,695 － 327,563 

合計 282,867 44,695 － 327,563 

自己株式 

普通株式  4,072 （注２）  278 （注３）  700 3,650 

合計 4,072 278 700 3,650 



２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上記ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使期間は到来しておりません。 

  

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社 
（親会社） 

ストック・オプションと
しての新株予約権 

－ － － － － 35

合計 － － － － － 35

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 2,509 9 平成18年３月31日 平成18年６月27日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月31日 
取締役会 

普通株式 3,889 利益剰余金 12 平成18年９月30日 平成18年11月27日

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 
  

  

現金及び預金勘定 74,949百万円

現金及び現金同等物 74,949百万円

  
現金及び預金勘定 120,409百万円

現金及び預金勘定のう
ち預入期間が３ヶ月を
超えるもの 

△253 

現金及び現金同等物 120,156百万円

現金及び預金勘定 77,051百万円

現金及び預金勘定のう
ち預入期間が３ヶ月を
超えるもの 

△2,019 

現金及び現金同等物 75,032百万円



（リース取引関係） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

2,884 2,486 397

その他（有形
固定資産） 

5,402 2,447 2,954

合計 8,286 4,933 3,352

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

15,969 4,021 11,948

その他（有形
固定資産） 

7,528 4,103 3,424

合計 23,498 8,124 15,373

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

3,014 2,540 473

その他（有形
固定資産） 

5,597 2,711 2,886

合計 8,612 5,251 3,360

（注）取得価額相当額は未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

（注）      同左 （注）取得価額相当額は未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 1,320百万円

１年超 2,032百万円

合計 3,352百万円

  
１年以内 2,815百万円

１年超 12,731百万円

合計 15,547百万円

１年以内 1,285百万円

１年超 2,074百万円

合計 3,360百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（注）      同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は未経

過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。 

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 790百万円

減価償却費相当額 790百万円

  
支払リース料 1,525百万円

減価償却費相当額 1,525百万円

支払リース料 1,435百万円

減価償却費相当額 1,435百万円

④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 

主としてリース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 同左 



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸主側） （貸主側） （貸主側） 

①固定資産に含まれているリース物件の取

得価額、減価償却累計額及び中間期末残

高 

────── ①固定資産に含まれているリース物件の取

得価額、減価償却累計額及び期末残高 

  

  
取得価
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額 
(百万円) 

中間期
末残高 
(百万円)

その他（有形
固定資産） 

－ － －

    

取得価
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額 
(百万円) 

期末残
高 
(百万円)

その他（有形
固定資産） 

－ － －

②未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 － 

１年超 － 

合計 － 

  
１年以内 68百万円

１年超 105百万円

合計 173百万円

１年以内 － 

１年超 － 

合計 － 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は

未経過リース料中間期末残高及び見積

残存価額の中間期末残高の合計額が営

業債権の中間期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み法により算

定しております。 

（注）１．    同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は未経

過リース料期末残高及び見積残存価額

の期末残高の合計額が営業債権の期末

残高等に占める割合が低いため、受取

利子込み法により算定しております。 

―――――― ２．上記は転貸リースに係わる貸主側

の未経過リース料中間期末残高相

当額であります。なお、借主側の

残高はほぼ同額であり、借主側の

未経過リース料中間期末残高相当

額に含まれております。 

────── 

③受取リース料及び減価償却費 ────── ③受取リース料及び減価償却費 
  

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

    
受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年以内 74百万円

１年超 98百万円

合計 173百万円

  
１年以内 3,189百万円

１年超 10,569百万円

合計 13,758百万円

１年以内 73百万円

１年超 109百万円

合計 183百万円

────── （貸主側） ────── 

  未経過リース料   
  

  

   

   

   

  
１年以内 45百万円

１年超 75百万円

合計 121百万円

   

   

   

    



（有価証券関係） 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当する事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について151百万円の減損処理を行っておりま

す。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当する事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について1,243百万円の減損処理を行っており

ます。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 

    取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

  (1）株式 68,563百万円 140,469百万円 71,906百万円

  (2）債券    

  国債・地方債等 － － － 

  社債 － － － 

  (3）その他 － － － 

  計 68,563百万円 140,469百万円 71,906百万円

  (1）満期保有目的の債券  

  非上場外国債券 0百万円 

  (2）その他有価証券  

  非上場株式等 14,431百万円 

    取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

  (1）株式 93,323百万円 189,593百万円 96,270百万円

  (2）債券    

  国債・地方債等 － － － 

  社債 － － － 

  (3）その他 9 8 △0 

  計 93,332百万円 189,602百万円 96,269百万円

  (1）満期保有目的の債券  

  非上場外国債券 0百万円 

  (2）その他有価証券  

  非上場株式等 36,863百万円 



Ⅲ 前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当する事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について175百万円の減損処理を行っております。

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

（デリバティブ取引関係） 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 （注）１．時価の算定方法…期末日現在の東京工業品取引所等の最終価格により算出しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

  

 

    取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

  (1）株式 71,895百万円 172,441百万円 100,545百万円

  (2）債券    

  国債・地方債等 － － － 

  社債 － － － 

  (3）その他 － － － 

  計 71,895百万円 172,441百万円 100,545百万円

  (1）満期保有目的の債券  

  非上場外国債券 0百万円 

  (2）その他有価証券  

  非上場株式等 13,248百万円 

対象物の 

種類 
取引の種類 

契約額等
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

商品 先物取引       

  非鉄金属      売建 23,796 25,157 △1,360 

       買建 21,508 22,770 1,261 

合  計 － － △99 

対象物の 

種類 
取引の種類 

契約額等
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

商品 先物取引       

  非鉄金属      売建 39,870 39,352 518 

  (注１)       買建 41,992 41,228 △764 

         

食料      売建 258 260 △1 

(注２)      買建 232 233 0 



 （注）１．時価の算定方法…期末日現在の東京工業品取引所等の最終価格により算出しております。 

２．時価の算定方法…期末日現在の東京穀物商品取引所等の最終価格により算出しております。 

３. 時価の算定方法…期末日現在の先物為替相場により算定しております。 

４. 時価の算定方法…取引先金融機関から提示された価格等により算定しております。 

  なお、スワップ取引における契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算

上の想定元本であり、当該金額自体は、そのままデリバティブ取引における市場リスクまたは信用リスクを

表すものではありません。 

５. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

Ⅲ 前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 （注）１．時価の算定方法…期末日現在の東京工業品取引所等の最終価格により算出しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

 

対象物の 

種類 
取引の種類 

契約額等
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

 商品  先渡取引     

  非鉄金属      売建 14,745 15,807 △1,061 

  (注１)      買建 18,238 19,136 897 

        

 通貨  為替予約取引     

  (注３)      売建     

       米ドル 14,118 14,380 △261 

       その他 327 338 △10 

       買建     

       米ドル 12,862 13,081 219 

       その他 2,808 2,764 △44 

        

 金利  スワップ取引    

  (注４)   受取変動金利・ 1,752 △20 △20 

    支払固定金利     

       

合  計 － － △528 

対象物の 

種類 
取引の種類 

契約額等
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

商品 先渡取引       

  非鉄金属      売建 68,500 72,747 △4,246 

       買建 62,805 66,975 4,169 

合  計 － － △76 



（ストック・オプション等関係） 

  当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費「その他」 35百万円 

  

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

  

  平成18年度新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役、執行役員および 

執行役員同等の執行責任・業務責任を負う者 

  

43名 

当社理事・上級経営職 244名 

当社関係会社取締役 31名 

株式の種類別のストック・ 

オプションの付与数 
普通株式 764,000株 

付与日 平成18年８月３日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません 

対象勤務期間 平成18年８月３日から平成20年７月31日まで 

権利行使期間 

平成20年８月１日から平成22年７月31日まで 

なお、新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権

の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、

執行役員または従業員等の地位にあることを要す。 

ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地

位を失った日から１年６ヶ月に限り、新株予約権を行使す

ることができる。 

権利行使価格（円） 2,805 

付与日における公正な 

評価単価（円） 
564 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法：事業区分は、商品の種類・性質により区分しております。 

２．各事業の主な取扱商品及び事業内容 

(1) 金属事業  ：普通鋼、特殊鋼、非鉄金属地金、貴金属地金、軽圧品、伸銅品、鉄屑、非鉄金属屑、合金鉄、廃車・

廃触媒を主要取扱品目として、加工・製造・処理・販売他を行っております。 

(2) 機械情報事業：工作機械、産業機械、繊維機械、試験計測機器、環境設備、情報通信機器、電子装置、電子部品、コ

ンピュータ及び周辺機器、各種ソフトウェア、車両用構成部品、フォークリフト、ＩＴＳ（インテリ

ジェント トランスポート システムズ）機器を主要取扱品目として、販売・サービス他を行ってお

ります。 

(3) 自動車事業 ：乗用自動車、商用自動車、バス、トラック、軽四輪自動車、車両用部品を主要取扱品目として、販

売・サービス他を行っております。 

(4) エネルギー・ 

化学品事業：石油製品、液化石油ガス、石炭、石油化学製品、油脂化学品、合成樹脂、添加剤、天然ゴム、合成ゴ

ムを主要取扱品目として、加工・製造・販売・サービス他を行っております。 

(5) 生活産業・ 

資材事業 ：農産物、水畜産物、食品、マンション・商業ビル、建設・土木資材、住宅資材、家具、繊維製品、繊

維素材、宝飾品、自動車用内装資材・部品、包装資材、紙・パルプ、各種損害保険・生命保険を主要

取扱品目として、加工・製造・販売他を行っております。 

(6) その他事業 ：経理、財務、人事、総務、物流サービス、コンピューター運営・管理等の業務を行っております。 

 

  
金属 

（百万円） 
機械情報 
（百万円） 

自動車 
（百万円） 

エネルギ
ー・化学品
（百万円）

生活産
業・資材 
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高     

(1）外部顧客に対する
売上高 

740,315 485,811 308,269 134,351 152,482 24,452 1,845,684 － 1,845,684

(2）セグメント間の 
内部売上高 

118 2,625  7 1,426 692 2,944 7,814 (7,814) －

計 740,433 488,436 308,276 135,778 153,175 27,397 1,853,498 (7,814) 1,845,684

その他の営業収益 831 3,902 1,824 778 3,999 1,356 12,692 (78) 12,613

営業費用 730,139 480,525 301,993 133,763 154,667 29,898 1,830,987 (7,904) 1,823,083

営業利益又は損失(△) 11,126 11,813 8,107 2,794 2,507 △1,145 35,203 11 35,214



当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法：事業区分は、商品の種類・性質により区分しております。 

２．各事業の主な取扱商品及び事業内容 

(1) 金属事業       ：普通鋼、特殊鋼、建設鋼材、非鉄金属地金、貴金属地金、軽圧品、伸銅品、鉄屑、非鉄金

属屑、合金鉄、銑鉄、使用済み自動車・廃触媒を主要取扱品目として、加工・製造・処

理・販売他を行っております。 

(2）機械・ 

エレクトロニクス事業：工作機械、産業機械、繊維機械、試験計測機器、環境設備、情報通信機器、電子装置、電

子部品、コンピュータ及び周辺機器、各種ソフトウェア、半導体、海外自動車生産用部

品、フォークリフト、ＩＴＳ（インテリジェント トランスポート システムズ）機器を

主要取扱品目として、販売・サービス他を行っております。 

(3）自動車事業      ：乗用自動車、商用自動車、軽四輪自動車、二輪車、トラック、バス、車両用部品を主要取

扱品目として、販売・サービス他を行っております。 

(4）エネルギー・ 

化学品事業     ：石油製品、液化石油ガス、石炭、原油、石油・天然ガス製品、エネルギー・電力供給、プ

ラント、石油化学製品、有機化学品、精密・無機化学品、高機能特殊化学品、油脂化学製

品、合成樹脂、添加剤、天然ゴム、合成ゴムを主要取扱品目として、加工・製造・販売・

サービス他を行っております。 

(5）食料事業       ：飼料原料、穀物、加工食品、食品原料、農水畜産物、酒類等を主要取扱品目として、販

売・製造・加工・サービス他を行っております。 

(6）生活産業・ 

資材事業      ：マンション・商業ビル施設、建築・土木資材、住宅資材、家具、繊維原料、衣料品、イン

テリア製品、寝装用品、繊維製品、繊維資材、宝飾品、自動車内装用資材・部品、包装資

材、紙・パルプ、可視光応答型光触媒、各種損害保険・生命保険を主要取扱品目として、

販売・サービス他を行っております。 

(7）その他事業       ：経理、財務、人事、総務、物流サービス、コンピューター運営・管理等の業務を行ってお

ります。 

３．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「企業結合

に係る会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」を適用しております。これによ

り、「営業費用」にはのれん償却額として、機械・エレクトロニクス事業2,109百万円、自動車事業269百万円、エネル

ギー・化学品事業2,722百万円、食料事業1,673百万円、生活産業・資材事業372百万円、その他事業173百万円、計7,321

百万円が含まれております。 

  

 

  
金属 

（百万円） 

機械・エ
レクトロ
ニクス 
（百万円） 

自動車 
（百万円） 

エネルギ
ー・化学
品 
（百万円）

食料
（百万円）

生活産
業・資材 
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対す
る売上高 

884,011 731,256 367,432 577,377 160,640 177,200 36,750 2,934,669 － 2,934,669

(2）セグメント間の 
内部売上高 

173 3,228 6 1,294 30 969 3,306 9,008 (9,008) －

計 884,185 734,485 367,438 578,671 160,671 178,169 40,057 2,943,678 (9,008) 2,934,669

営業費用 867,031 720,029 352,779 576,505 160,413 175,778 40,447 2,892,985 (9,008) 2,883,977

営業利益又は損失(△) 17,153 14,455 14,658 2,165 257 2,391 △389 50,693 (0) 50,692



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法：事業区分は、商品の種類・性質により区分しております。 

２．各事業の主な取扱商品及び事業内容 

(1) 金属事業  ：普通鋼、特殊鋼、非鉄金属地金、貴金属地金、軽圧品、伸銅品、鉄屑、非鉄金属屑、合金鉄、廃車・

廃触媒を主要取扱品目として、加工・製造・処理・販売他を行っております。 

(2) 機械情報事業：工作機械、産業機械、繊維機械、試験計測機器、環境設備、情報通信機器、電子装置、電子部品、コ

ンピュータ及び周辺機器、各種ソフトウェア、車両用構成部品、フォークリフト、ＩＴＳ（インテリ

ジェント トランスポート システムズ）機器を主要取扱品目として、販売・サービス他を行ってお

ります。 

(3) 自動車事業 ：乗用自動車、商用自動車、バス、トラック、軽四輪自動車、車両用部品を主要取扱品目として、販

売・サービス他を行っております。 

(4) エネルギー・ 

化学品事業：石油製品、液化石油ガス、石炭、石油化学製品、油脂化学品、合成樹脂、添加剤、天然ゴム、合成ゴ

ムを主要取扱品目として、加工・製造・販売・サービス他を行っております。 

(5) 生活産業・ 

資材事業 ：農産物、水畜産物、食品、マンション・商業ビル、建設・土木資材、住宅資材、家具、繊維製品、繊

維素材、宝飾品、自動車用内装資材・部品、包装資材、紙・パルプ、各種損害保険・生命保険を主要

取扱品目として、加工・製造・販売他を行っております。 

(6) その他事業 ：経理、財務、人事、総務、物流サービス、コンピューター運営・管理等の業務を行っております。 

 

  
金属 

（百万円） 
機械情報 
（百万円） 

自動車 
（百万円） 

エネルギ
ー・化学品
（百万円）

生活産
業・資材 
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高     

(1）外部顧客に対する
売上高 

1,565,655 1,072,932 639,204 297,811 316,528 53,186 3,945,319 － 3,945,319

(2）セグメント間の 
内部売上高 

242 5,571 19 2,771 1,604 6,190 16,400 (16,400) －

計 1,565,898 1,078,504 639,223 300,583 318,133 59,376 3,961,719 (16,400) 3,945,319

その他の営業収益 1,603 7,928 4,382 2,044 8,035 3,477 27,472 (156) 27,315

営業費用 1,543,084 1,062,412 623,548 295,326 319,925 64,850 3,909,148 (16,570) 3,892,578

営業利益又は損失(△) 24,416 24,020 20,057 7,301 6,243 △1,996 80,043 13 80,056



（事業区分及び勘定科目の表示方法の変更） 

従来「生活産業・資材」の区分に属していた食料事業は、㈱トーメンとの合併に伴い規模が拡大したため、当中間連結会計期間よ

り「食料」として区分し、従来の「機械情報」を「機械・エレクトロニクス」に呼称変更することにいたしました。 

また、「表示方法の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より従来の「その他の営業収益」は「売上高」に含めて表示する

ことに変更いたしました。 

なお、前中間連結会計期間および前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法ならびに

勘定科目の表示方法により区分すると次のようになります。 

  

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

  

  
金属 

（百万円） 

機械・エ
レクトロ
ニクス 
（百万円） 

自動車 
（百万円） 

エネルギ
ー・化学
品 
（百万円）

食料
（百万円）

生活産
業・資材 
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対す
る売上高 

741,147 489,713 310,093 135,130 56,935 99,546 25,730 1,858,298 － 1,858,298

(2）セグメント間の 
内部売上高 

118 2,625 7 1,426 37 673 3,022 7,910 (7,910) －

計 741,265 492,338 310,100 136,557 56,972 100,220 28,753 1,866,208 (7,910) 1,858,298

営業費用 730,139 480,525 301,993 133,763 56,617 98,067 29,898 1,831,005 (7,921) 1,823,083

営業利益又は損失(△) 11,126 11,813 8,107 2,794 354 2,152 △1,145 35,203 11 35,214

  
金属 

（百万円） 

機械・エ
レクトロ
ニクス 
（百万円） 

自動車 
（百万円） 

エネルギ
ー・化学
品 
（百万円）

食料
（百万円）

生活産
業・資材 
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対す
る売上高 

1,567,259 1,080,860 643,587 299,856 104,930 219,633 56,507 3,972,635 － 3,972,635

(2）セグメント間の 
内部売上高 

242 5,571 19 2,771 66 1,567 6,346 16,586 (16,586) －

計 1,567,501 1,086,432 643,606 302,628 104,997 221,201 62,854 3,989,221 (16,586) 3,972,635

営業費用 1,543,084 1,062,412 623,548 295,326 104,600 215,354 64,850 3,909,177 (16,599) 3,892,578

営業利益又は損失(△) 24,416 24,020 20,057 7,301 396 5,847 △1,996 80,043 13 80,056



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア：中国・台湾・シンガポール・タイ 

(2）北米：米国 

(3）欧州：英国・ベルギー 

(4）その他の地域：アフリカ・中南米 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア：中国・台湾・シンガポール・タイ 

(2）北米：米国 

(3）欧州：英国・ベルギー・ロシア 

(4）その他の地域：アフリカ・中南米 

３．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「企業結合

に係る会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」を適用しております。これによ

り、「日本」の「営業費用」には、のれん償却額7,321百万円が含まれております。 

  

 

  
日本 

（百万円） 

アジア・オ
セアニア 
（百万円） 

北米
（百万円） 

欧州
（百万円） 

その他の地
域(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高 

1,245,811 222,069 220,367 117,010 40,424 1,845,684 － 1,845,684

(2）セグメント間の内部
売上高 

200,348 23,012 1,839 3,760 259 229,220 (229,220) －

計 1,446,160 245,082 222,206 120,770 40,684 2,074,904 (229,220) 1,845,684

その他の営業収益 7,886 2,606 1,574 478 645 13,192 (578) 12,613

営業費用 1,439,557 240,170 217,497 117,489 38,135 2,052,850 (229,767) 1,823,083

営業利益 14,489 7,518 6,284 3,759 3,194 35,246 (31) 35,214

  
日本 

（百万円） 

アジア・オ
セアニア 
（百万円） 

北米
（百万円） 

欧州
（百万円） 

その他の地
域(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高 

1,996,935 447,022 268,785 160,195 61,731 2,934,669 － 2,934,669

(2）セグメント間の内部
売上高 

254,012 43,050 27,573 7,290 1,517 333,444 (333,444) －

計 2,250,948 490,072 296,359 167,485 63,248 3,268,114 (333,444) 2,934,669

営業費用 2,229,762 479,000 289,772 161,450 56,794 3,216,780 (332,802) 2,883,977

営業利益 21,186 11,071 6,586 6,035 6,454 51,334 (641) 50,692



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア：中国・台湾・シンガポール・タイ 

(2）北米：米国 

(3）欧州：英国・ベルギー 

(4）その他の地域：アフリカ・中南米 

  

（勘定科目の表示方法の変更） 

「表示方法の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より従来の「その他の営業収益」は「売上高」に含めて表示することに

変更いたしました。 

なお、前中間連結会計期間および前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いた勘定科目の表示方法によ

り区分すると次のようになります。 

  

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

 

  
日本 

（百万円） 

アジア・オ
セアニア 
（百万円） 

北米
（百万円） 

欧州
（百万円） 

その他の地
域(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高 

2,704,190 482,157 410,545 252,138 96,286 3,945,319 － 3,945,319

(2）セグメント間の内部
売上高 

376,000 52,379 4,193 7,712 931 441,216 (441,216) －

計 3,080,190 534,536 414,738 259,851 97,218 4,386,536 (441,216) 3,945,319

その他の営業収益 16,572 5,928 3,006 1,062 1,986 28,556 (1,240) 27,315

営業費用 3,064,995 521,580 405,157 252,309 90,860 4,334,903 (442,325) 3,892,578

営業利益 31,768 18,884 12,587 8,603 8,345 80,189 (132) 80,056

  
日本 

（百万円） 

アジア・オ
セアニア 
（百万円） 

北米
（百万円） 

欧州
（百万円） 

その他の地
域(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高 

1,253,371 224,588 221,778 117,488 41,070 1,858,298 － 1,858,298

(2）セグメント間の内部
売上高 

200,675 23,100 2,003 3,760 259 229,799 (229,799) －

計 1,454,047 247,689 223,781 121,249 41,330 2,088,097 (229,799) 1,858,298

営業費用 1,439,557 240,170 217,497 117,489 38,135 2,052,850 (229,767) 1,823,083

営業利益 14,489 7,518 6,284 3,759 3,194 35,246 (31) 35,214



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

  

  
日本 

（百万円） 

アジア・オ
セアニア 
（百万円） 

北米
（百万円） 

欧州
（百万円） 

その他の地
域(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高 

2,720,025 487,909 413,224 253,201 98,273 3,972,635 － 3,972,635

(2）セグメント間の内部
売上高 

376,737 52,555 4,520 7,712 931 442,457 (442,457) －

計 3,096,763 540,465 417,745 260,913 99,205 4,415,092 (442,457) 3,972,635

営業費用 3,064,995 521,580 405,157 252,309 90,860 4,334,903 (442,325) 3,892,578

営業利益 31,768 18,884 12,587 8,603 8,345 80,189 (132) 80,056



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

（注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア：中国・台湾・シンガポール・タイ 

(2）北米：米国 

(3）欧州：英国・ベルギー 

(4）その他の地域：アフリカ・中南米 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア：中国・台湾・シンガポール・タイ 

(2）北米：米国 

(3）欧州：英国・ベルギー・ロシア 

(4）その他の地域：アフリカ・中南米 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア：中国・台湾・シンガポール・タイ 

(2）北米：米国 

(3）欧州：英国・ベルギー 

(4）その他の地域：アフリカ・中南米 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

  
アジア・オセ
アニア 

北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 520,755 216,621 119,878 104,611 961,867

Ⅱ 連結売上高（百万円）     1,845,684

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

28.2 11.7 6.5 5.7 52.1

  
アジア・オセ
アニア 

北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 909,605 248,161 157,736 184,710 1,500,213

Ⅱ 連結売上高（百万円）     2,934,669

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

31.0 8.4 5.4 6.3 51.1

  
アジア・オセ
アニア 

北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,099,417 440,498 264,708 257,460 2,062,085

Ⅱ 連結売上高（百万円）     3,945,319

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

27.9 11.2 6.7 6.5 52.3



（勘定科目の表示方法の変更） 

「表示方法の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より従来の「その他の営業収益」は「売上高」に含めて表示することに

変更いたしました。 

なお、前中間連結会計期間および前連結会計年度の海外売上高を当中間連結会計期間において用いた勘定科目の表示方法により区

分すると次のようになります。 

  

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

 

  
アジア・オセ
アニア 

北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 523,274 218,032 120,356 105,257 966,921

Ⅱ 連結売上高（百万円）     1,858,298

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

28.1 11.7 6.5 5.7 52.0

  
アジア・オセ
アニア 

北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,105,169 443,177 265,771 259,447 2,073,565

Ⅱ 連結売上高（百万円）     3,972,635

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

27.8 11.2 6.7 6.5 52.2



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 969.03円

  
１株当たり純資産額 1,401.78円 １株当たり純資産額 1,125.12円

  
１株当たり中間純利益 73.15円

  
１株当たり中間純利益 119.81円 １株当たり当期純利益 161.88円

  
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

72.67円

  
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

119.11円 潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

160.75円

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益     

中間（当期）純利益 20,375百万円 38,751百万円 45,732百万円 

普通株主に帰属しない金額の内訳 － － 642百万円 

（うち利益処分による役員賞与金） － － 642百万円 

普通株式に係る中間（当期）純利益 20,375百万円 38,751百万円 45,090百万円 

期中平均株式数 278,548千株 323,454千株 278,540千株 

潜在株式調整後１株当たり中間 
（当期）純利益 

   

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 1,832千株 1,883千株 1,964千株 

（うち自己株式譲渡方式による 
ストックオプション） 

64千株 － 7千株 

（うち新株予約権方式による 
ストックオプション） 

1,767千株 1,883千株 1,957千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

平成17年６月24日定時

株主総会決議ストック

オプション 

＜新株予約権＞ 

普通株式  970千株 

（新株予約権の数 

────── ────── 

  970個）  

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額 － 497,744百万円 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 － 43,689百万円 － 

（うち新株予約権） － 35百万円 － 

（うち少数株主持分） － 43,653百万円 － 

普通株式に係る中間期末の純資産額 － 454,055百万円 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末の普通株式の数 

－ 323,912千株 － 



（重要な後発事象） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．株式会社トーメンとの合併契約

書締結 

当社は、平成17年10月28日開催

の取締役会を経て同日、㈱トー

メンとの間で合併に関する基本

合意書を締結いたしました。ま

た、平成17年12月６日開催の取

締役会を経て同日、㈱トーメン

との間で合併契約書を締結いた

しました。 

  

１．合併の目的 

当社は、㈱トーメンとの間で

平成12年３月以降、資本・業

務提携を進めてまいりました

が、これまでの成果を踏ま

え、より一層の事業領域の拡

大と新たなビジネスチャンス

の創出を図り、さらなる企業

価値の向上を実現するために

は、合併が両社にとって最善

の選択であると判断するにい

たりました。 

  

２．合併契約の概要 

(1）合併の方法 

対等な精神で合併に臨み、

当社を存続会社とします。 

(2）合併後の社名（商号） 

豊田通商株式会社 

(3）合併による株式の割当て 

株式の割当てにあたり必要

な普通株式を新たに発行

し、㈱トーメンの普通株式

１株に対して当社の普通株

式0.069株を割当交付しま

す。ただし、当社が所有す

る㈱トーメンの普通株式、

㈱トーメンが所有する㈱ト

ーメンの普通株式（自己株

式）、ならびに、㈱トーメ

ンが発行している第一回な

いし第三回乙種優先株式に

ついては割当てを行いませ

ん。 

１．公募及び第三者割当による新株

式発行 

当社は、平成18年10月31日開催

の取締役会において、公募及び

第三者割当による新株式発行を

決議し、平成18年11月21日に払

込が完了いたしました。 

公募及び第三者割当による新株

式発行の概要は以下のとおりで

あります。 

(1) 公募による新株式発行 

(イ)募集方法：一般募集 

(ロ)発行する株式の種類及び数：

普通株式 19,500,000株 

(ハ)発行価額： 

１株につき、2,857.40円 

(ニ)発行総額：55,719百万円 

(ホ)資本に組み入れる額： 

１株につき、1,429円 

27,865百万円 

(ヘ)申込期間： 

自 平成18年11月14日 

至 平成18年11月16日 

(ト)払込期日： 

平成18年11月21日 

(チ)配当起算日： 

平成18年10月１日 

  

(2) 第三者割当による新株式発行 

(イ)募集方法：第三者割当 

(ロ)発行する株式の種類及び数：

普通株式 5,390,000株 

(ハ)発行価額： 

１株につき、2,979円 

(ニ)発行総額：16,056百万円 

(ホ)資本に組み入れる額： 

１株につき、1,490円 

8,031百万円 

(ヘ)申込期間： 

自 平成18年11月14日 

至 平成18年11月16日 

(ト)払込期日： 

平成18年11月21日 

(チ)配当起算日： 

平成18年10月１日 

(リ)割当先及び株式数： 

トヨタ自動車株式会社 

5,390,000株 

１．㈱トーメンとの合併 

当社は平成18年２月21日開催の

臨時株主総会における合併契約

書の承認決議により、平成18年

４月１日を合併期日として㈱ト

ーメンと合併し、商号は引続き

「豊田通商株式会社」とし、㈱

トーメンの資産・負債及び権

利・義務の一切を承継いたしま

した。 

  

合併に関する主な事項は下記の

通りであります。 

(1）合併の目的 

当社は、㈱トーメンとの間で

平成12年３月以降、資本・業

務提携を進めて参りました

が、これまでの成果を踏ま

え、より一層の事業領域拡大

と新たなビジネスチャンスの

創出を図り、さらなる企業価

値の向上を実現するためには

合併が両社にとって最善の選

択であると判断するに至りま

した。 

(2）合併による株式の割当て 

当社は、合併に際して発行す

る新株式44,695,912株を、合

併期日の前日である平成18年

３月31日の㈱トーメンの最終

の株主名簿（実質株主名簿を

含む）に記載または記録され

た株主に対して、同社の普通

株式１株につき当社の普通株

式0.069株の割合をもって割当

てました。但し、㈱トーメン

が所有していた自己株式

2,559,792株、当社が所有して

いた㈱トーメンの普通株式

159,735,000株及び優先株式

144,000,000株に対しては割当

てを行いませんでした。 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）合併の前提条件 

本合併は当合併契約書につ

いて両社の臨時株主総会及

び臨時種類株主総会におけ

る承認決議が得られている

こと、ならびに、合併期日

前日までに㈱トーメンが発

行している第一回ないし第

三回乙種優先株式の全てを

総額800億円以内の価額で当

社が取得していることを前

提としております。なお、

㈱トーメンが発行している

第一回ないし第三回乙種優

先株式の取得に関しては、

（重要な後発事象）「２．

㈱トーメン発行済優先株式

保有銀行との優先株式譲渡

契約締結」に記載しており

ます。 

(5）合併日程 

合併契約書承認株主総会 

平成18年２月21日 

合併期日 

平成18年４月１日 

ただし、合併手続進行上の

必要性その他の事由によ

り、両社協議の上、これを

変更する場合があります。 

(6）合併交付金 

交付金の支払は行いませ

ん。 

(7）合併により割当交付する普

通株式の配当起算日 

平成18年４月１日 

(8）合併により増加すべき資本

金、資本準備金、利益準備

金、任意積立金その他の留

保利益の額 

① 資本金：０円 

② 資本準備金：商法第288条

ノ２第１項第５号の超過

額から下記③および④の

金額を控除した額 

③ 利益準備金：合併期日に

おける㈱トーメンの利益

準備金の金額 

なお、上記公募及び第三者割当

による新株式発行による手取金

につきましては、全額を子会社

等への投融資等に充当いたしま

す。 

安定した収益源である自動車分

野において、トヨタグループ各

社の積極的な海外展開に対応

し、収益基盤を更に強化・拡大

させるための投資を行います。

具体的には、金属事業はブラン

キング事業等、機械・エレクト

ロニクス事業は機械設備のメン

テナンス事業等、自動車事業は

ディーラー事業等へ充当する予

定であります。 

また、高い成長性や収益性が見

込める事業基盤の拡大に向けた

非自動車分野への投資を通じ

て、新たな収益の柱を構築いた

します。具体的には、エネルギ

ー・化学品事業は石炭・石油事

業、ガス・電力事業等、食料事

業はサイロ事業等、生活産業・

資材事業は保険事業等へ充当す

る予定であります。 

同時に当社は、今回の資金調達

により旺盛な投資機会に弾力的

に対応できる財務体質を構築

し、事業戦略の自由度を確保い

たします。 

  

２．オーバーアロットメントによる

当社株式の売出しに関連して行

う第三者割当による新株式発行 

当社は、平成18年10月31日開催

の取締役会において、オーバー

アロットメントによる当社株式

の売出しに関連して行う第三者

割当による新株式発行を決議

し、平成18年12月19日に払込が

完了いたしました。 

オーバーアロットメントによる

当社株式の売出しに関連して行

う第三者割当による新株式発行

の概要は以下のとおりでありま

す。 

  

また、割当ての結果生じる１

株未満の端数は、これを一括

して取り纏めた株式を商法の

定めに基づき処分し、端数の

生じた株主に対し、その端数

に応じて処分代金を支払う予

定であります。 

(3）合併交付金 

交付いたしません。 

(4）合併により増加する資本金、

資本準備金、利益準備金、任

意積立金その他の留保利益の

額 

当社は、この合併により、資

本準備金が91,492百万円増加

いたしました。なお、資本

金、利益準備金及び任意積立

金その他の留保利益の額に増

加はありません。 

(5）引継ぎ資産・負債の額 

引継ぐ資産及び負債の額は、

現在精査中であります。 

(6）㈱トーメンの概要 

① 事業の内容：各種商品の国

内ならびに輸出入販売 

② 連結経営成績 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

売上高  1,810,844百万円 

当期純損失  48,317百万円 

③ 連結財政状態 

（平成18年３月31日現在） 

資産合計  698,322百万円 

負債合計  656,488百万円 

資本合計   13,986百万円 

④ 従業員数 

（平成18年３月31日現在） 

単体        607人 

連結       4,769人 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

④ 任意準備金その他の留保

利益の額：合併期日にお

ける㈱トーメンの任意積

立金その他留保利益の合

計額。ただし、積立てる

べき科目およびその額

は、両社協議の上決定す

るものとします。 

合併差益の額が上記③およ

び④の合計額に満たないと

きは、上記④、③の順にそ

の増加額を合併差益の額ま

で減少するものとします。 

上記②ないし④の額は、合

併期日前日における両社の

財産状態を考慮して、両社

協議の上、これを変更する

場合があります。 

(9）財産の引継 

当社は、平成17年９月30日

現在の㈱トーメンの貸借対

照表その他同日現在の計算

を基礎とし、これに合併期

日に至るまでの増減を加味

した資産、負債、その他権

利義務の一切を合併期日に

おいて承継するものとしま

す。 

  

３．㈱トーメンの概要 

(1）本店所在地 

大阪市北区中之島３丁目２

番18号（住友中之島ビルデ

ィング） 

(2）代表者 

取締役社長 蔭山 真人 

(3）資本金 

（平成17年３月31日現在） 

44,199百万円 

(4）事業の内容 

各種商品の国内ならびに輸

出入販売等 

(5）連結経営成績 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

売上高  1,577,303百万円 

当期純利益  9,627百万円 

(1) 募集方法：第三者割当 

(2) 発行する株式の種類及び数： 

普通株式 1,603,300株 

(3) 発行価額： 

１株につき、2,857.40円 

(4) 発行総額：4,581百万円 

(5) 資本に組み入れる額： 

１株につき、1,429円 

2,291百万円 

(6) 申込期間(申込期日)： 

平成18年12月18日 

(7) 払込期日： 

平成18年12月19日 

(8) 配当起算日： 

平成18年10月１日 

(9) 割当先及び株式数： 

野村證券株式会社 

1,603,300株 

  

なお、上記の新株式発行による

手取金につきましては、「１．

公募及び第三者割当による新株

式発行」と同様に、全額を子会

社等への投融資等に充当いたし

ます。 

  

２．社債の発行 

当社は、平成18年４月27日に開

催された取締役会決議（国内普

通社債発行の包括決議の件）に

基づき、無担保国内普通社債を

次の通り発行いたします。 

１．第13回無担保国内普通社債

（社債間限定同順位特約

付） 

(1）発行年月日： 

   平成18年６月８日 

(2）発行総額：30,000百万円 

(3）発行価格： 

   額面100円につき金100円 

(4）利率：年1.65％ 

(5）償還の期限： 

   平成23年６月８日 

(6）償還の方法： 

   満期一括償還 

(7）担保：無担保 

(8）資金の使途：借入金返済 

２．第14回無担保国内普通社債

（社債間限定同順位特約

付） 

(1）発行年月日： 

   平成18年６月８日 

(2）発行総額：15,000百万円 

(3）発行価格： 

   額面100円につき金100円 

(4）利率：年2.26％ 

(5）償還の期限： 

   平成28年６月８日 

(6）償還の方法： 

   満期一括償還 

(7）担保：無担保 

(8）資金の使途：借入金返済 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(6）連結財政状態 
    

（平成17年３月31日現在）     

資産合計  733,794百万円 

負債合計  663,462百万円 

資本合計   41,350百万円 

    

(7）従業員数     

（平成17年３月31日現在）     

連結       5,554人 

個別        766人 

    

      

２．株式会社トーメン発行済優先株

式保有銀行との優先株式譲渡契

約締結 

    

当社は、平成17年12月６日開催

の取締役会を経て同日、㈱トー

メンが発行する優先株式を保有

する銀行７行との間で優先株式

譲渡契約書を締結いたしまし

た。 

    

      

１．優先株式取得の目的     

㈱トーメンとの合併におい

て、合併期日前日までに㈱ト

ーメンが発行する全優先株式

を総額800億円以内で当社が取

得していることが合併の前提

条件となっていたものです。 

    



  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．優先株式取得の内容（予定） 
    

(1）取得相手先および優先株式

の保有状況 

    

  
㈱ＵＦＪ銀行  

第一回乙種優先株 11,000千株

第二回乙種優先株 11,000千株

第三回乙種優先株 38,000千株

㈱三井住友銀行  

第一回乙種優先株 9,000千株

第二回乙種優先株 9,000千株

㈱東京三菱銀行  

第一回乙種優先株 8,000千株

第二回乙種優先株 8,000千株

㈱中央三井信託銀行  

第一回乙種優先株 7,000千株

第二回乙種優先株 7,000千株

㈱みずほコーポレート銀行 

第一回乙種優先株 7,000千株

第二回乙種優先株 7,000千株

㈱りそな銀行  

第一回乙種優先株 6,000千株

第二回乙種優先株 6,000千株

農林中央金庫  

第一回乙種優先株 5,000千株

第二回乙種優先株 5,000千株

合計  

第一回乙種優先株 53,000千株

第二回乙種優先株 53,000千株

第三回乙種優先株 38,000千株

  
  

(2）取得予定総額 79,970百万円     

(3）取得予定日     

平成18年３月下旬     



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金   40,468 60,801 41,968  

２．受取手形 ※３ 47,087 70,788 47,139  

３．売掛金   467,212 640,352 526,627  

４．たな卸資産   100,370 138,097 111,225  

５．繰延税金資産   6,065 11,003 10,130  

６．その他 ※２ 55,497 135,727 60,849  

７．貸倒引当金   △5,096 △12,234 △5,420  

流動資産合計    711,606 70.4 1,044,535 60.6  792,521 65.6

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１ 27,559 28,350 27,126  

２．無形固定資産   12,434 － 12,580  

   のれん   － 164,996 －  

   その他 
  

－ 10,730 －  

  無形固定資産合計  － 175,727  － 

３．投資その他の資産      

投資有価証券 ※２ 241,260 402,284 354,780  

出資金   － 43,085 20  

前払年金費用   1,938 1,535 2,220  

その他 ※２ 19,154 53,666 24,152  

貸倒引当金   △3,631 △24,428 △5,391  

投資その他の資産合計    258,722 476,143  375,783 

固定資産合計    298,717 29.6 680,220 39.4  415,490 34.4

資産合計    1,010,323 100.0 1,724,756 100.0  1,208,012 100.0

       

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形 ※３ 38,538 77,352 43,942  

２．買掛金   329,520 451,460 376,076  

３．短期借入金 ※２ 65,445 147,772 100,861  

４．コマーシャルペーパー   50,000 50,000 96,000  

５．未払法人税等   8,678 692 12,996  

６．役員賞与引当金   － 170 －  

７．その他   100,856 125,518 112,467  

流動負債合計    593,039 58.7 852,966 49.5  742,344 61.5



  

 

    
前中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債      

１．社債   60,000 100,000 55,000  

２．長期借入金 ※２ 107,201 369,310 124,191  

３．繰延税金負債   15,776 10,940 28,207  

４. 退職給付引当金   － 4,828 －  

５．役員退職慰労引当金   1,325 1,298 986  

６．債務保証損失引当金   516 306 283  

７. 不動産関連損失引当金   － 1,851 －  

８. 事業撤退損失引当金   － 12,458 －  

９．その他   9,479 2,949 12,993  

固定負債合計    194,299 19.2 503,942 29.2  221,661 18.3

負債合計    787,338 77.9 1,356,908 78.7  964,005 79.8

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金    26,748 2.6 － －  26,748 2.2

Ⅱ 資本剰余金      

  資本準備金   24,705 － 24,705  

資本剰余金合計    24,705 2.4 － －  24,705 2.1

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金   6,699 － 6,699  

２．任意積立金   101,700 － 101,700  

３．中間（当期）未処分利益   21,564 － 25,092  

利益剰余金合計    129,964 12.9 － －  133,492 11.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金    46,198 4.6 － －  63,241 5.2

Ⅴ 自己株式    △4,631 △0.4 － －  △4,181 △0.4

資本合計    222,984 22.1 － －  244,006 20.2

負債資本合計    1,010,323 100.0 － －  1,208,012 100.0

       



  

  

    
前中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金    － － 26,748 1.5  － －

２．資本剰余金      

  資本準備金   － 116,197 －  

資本剰余金合計    － － 116,197 6.7  － －

３．利益剰余金      

(1）利益準備金   － 6,699 －  

(2）その他利益剰余金      

別途積立金   － 116,700 －  

繰越利益剰余金   － 33,336 －  

利益剰余金合計    － － 156,735 9.1  － －

４．自己株式    － － △3,677 △0.2  － －

株主資本合計    － － 296,005 17.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差額金    － － 56,883 3.3  － －

２．繰延ヘッジ損益    － － 14,923 0.9  － －

評価・換算差額等合計    － － 71,807 4.2  － －

Ⅲ 新株予約権    － － 35 0.0  － －

純資産合計    － － 367,848 21.3  － －

負債純資産合計    － － 1,724,756 100.0  － －

       



②【中間損益計算書】 

 

    
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    1,420,981 100.0 1,989,395 100.0  3,028,132 100.0

Ⅱ 売上原価    1,385,788 97.5 1,934,843 97.3  2,954,379 97.6

売上総利益    35,193 2.5 54,551 2.7  73,753 2.4

延払販売未実現利益繰入    － －  118 

延払販売未実現利益戻入    68 －  128 

その他の営業収益    3,856 0.3 － －  8,429 0.3

営業総利益    39,118 2.8 － －  82,192 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    29,800 2.1 47,787 2.4  62,854 2.1

営業利益    9,317 0.7 6,764 0.3  19,338 0.6

Ⅳ 営業外収益      

受取利息   482 1,764 1,083  

受取配当金   15,464 21,104 19,483  

その他の営業外収益   1,033 16,979 1.1 1,065 23,934 1.2 4,112 24,678 0.8

Ⅴ 営業外費用      

支払利息   1,371 4,464 2,808  

コマーシャルペーパー利息   6 － 50  

その他の営業外費用   280 1,659 0.1 1,288 5,752 0.3 510 3,369 0.1

経常利益    24,638 1.7 24,945 1.2  40,647 1.3

Ⅵ 特別利益      

有形・無形固定資産売却益 ※４ － 8 －  

投資有価証券・出資金売却益   － 1,441 －  

関係会社株式・関係会社出資
金売却益 

  － 6 －  

有形固定資産売却益 ※１ 233 － 233  

投資有価証券売却益   1,783 － 1,783  

関係会社株式売却益   1,271 － 1,271  

償却債権取立益   － 95 －  

貸倒引当金戻入益   － 2,484 －  

債務保証損失引当金戻入額   540 3,828 0.3 － 4,036 0.2 773 4,061 0.1

Ⅶ 特別損失      

有形・無形固定資産処分損 ※５ － 37 －  

投資有価証券・出資金売却損   － 9 －  

投資有価証券・出資金評価損   － 1,271 －  

会員権評価損   － 13 －  

有形固定資産売却損 ※２ 831 － 831  

無形固定資産除却損   － － 118  

投資有価証券売却損   － － 904  

投資有価証券評価損   169 － 570  



  

  

    
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

関係会社株式評価損   1,605 － 2,845  

関係会社清算見込損   － － 319  

投資等その他評価損 ※３ 14 － 22  

過去勤務債務償却額 ※６ － 1,402 －  

債務保証損失引当金繰入額   － 2,621 0.2 23 2,757 0.1 － 5,612 0.1

税引前中間(当期)純利益    25,845 1.8 26,224 1.3  39,097 1.3

法人税、住民税及び事業税   10,180 24 20,360  

法人税等調整額   △2,625 7,554 0.5 － 24 0.0 △5,764 14,595 0.5

中間(当期)純利益    18,291 1.3 26,199 1.3  24,502 0.8

前期繰越利益    3,394 －  3,394 

自己株式処分差損    120 －  299 

中間配当額    － －  2,504 

中間（当期）未処分利益    21,564 －  25,092 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  次へ 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

資本
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金
利益
剰余金 
合計 

別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

26,748 24,705 24,705 6,699 101,700 25,092 133,492 △4,181 180,765

中間会計期間中の変動額    

合併による新株の発行 － 91,492 91,492 － － － － － 91,492

別途積立金の積立（注） － － － － 15,000 △15,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － △2,509 △2,509 － △2,509

役員賞与（注） － － － － － △430 △430 － △430

中間純利益 － － － － － 26,199 26,199 － 26,199

自己株式の取得 － － － － － － － △233 △233

自己株式の処分 － － － － － △17 △17 737 720

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 91,492 91,492 － 15,000 8,243 23,243 503 115,239

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

26,748 116,197 116,197 6,699 116,700 33,336 156,735 △3,677 296,005

  

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

63,241 － 63,241 － 244,006

中間会計期間中の変動額   

合併による新株の発行 － － － － 91,492

別途積立金の積立（注） － － － － －

剰余金の配当（注） － － － － △2,509

役員賞与（注） － － － － △430

中間純利益 － － － － 26,199

自己株式の取得 － － － － △233

自己株式の処分 － － － － 720

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△6,357 14,923 8,565 35 8,601

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△6,357 14,923 8,565 35 123,841

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

56,883 14,923 71,807 35 367,848



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法に基づき

算定） 

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に基づ

き算定） 

期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法に基づき算

定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同左 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  移動平均法（輸出入商品につ

いては個別法）に基づく原価

法（ただし、一部の商品につ

いては低価法） 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法）を採用しておりま

す。 

なお、耐用年数、残存価額に

ついては、法人税法に定める

基準と同一の基準を採用して

おります。 

同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  営業権 定額法 営業権 

  商法の規定する期間内に毎期

均等額以上の償却 

上記以外 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

商法の規定する期間内に毎期

均等額以上の償却 

上記以外 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

３．繰延資産の処理方法 ────── 社債発行費 ────── 

    支出時に全額費用として処理

しております。 

  

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 



  

 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

  (2)   ────── (2）役員賞与引当金 (2)   ────── 

    役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計

上しております。 

  

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。なお、当中間会計期間

末においては、退職給付引当

金が借方残高となりましたの

で、「前払年金費用」として

表示しております。 

過去勤務債務については、そ

の発生した期間において費用

処理しております。数理計算

上の差異については、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（12年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしておりま

す。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。なお、当中間会計期間

末においては、一部の退職給

付制度に係る退職給付引当金

が借方残高となりましたの

で、1,535百万円を「前払年

金費用」として表示しており

ます。 

過去勤務債務については、そ

の発生した期間において費用

処理しております。数理計算

上の差異については、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（12年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしておりま

す。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当事業年度末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、当事業年度末にお

いては、退職給付引当金が借

方残高となりましたので、

「前払年金費用」として表示

しております。 

過去勤務債務については、そ

の発生した期間において費用

処理しております。数理計算

上の差異については、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（12年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理す

ることとしております。 

  (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく当中

間会計期間末要支給額を計上

しております。 

取締役及び執行役員等の退職

慰労金の支給に充てるため、

内規に基づく当中間会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。 

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上して

おります。 

  (5) 債務保証損失引当金 (5) 債務保証損失引当金 (5）債務保証損失引当金 

  債務保証に係る損失に備える

ため、被保証先の財政状態を

個別に勘案し、損失負担見積

額を計上しております。 

同左 同左 



  
 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (6)   ────── (6) 不動産関連損失引当金 (6)   ────── 

    財団法人民間都市開発推進機

構による土地の売戻し権の行

使により発生することとなる

土地の買戻し等に伴う損失に

備えるため、必要と認められ

る額を計上しております。 

  

  (7)   ────── (7) 事業撤退損失引当金 (7)   ────── 

    事業の譲渡、撤退に伴い発生

することとなる損失の見込額

を計上しております。 

  

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  主として繰延ヘッジを採用し

ております。なお、為替予約

取引については、振当処理の

要件を満たしている場合は振

当処理を採用しております。 

同左 同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段： 同左 同左 

  （イ）為替予約取引等     

  （ロ）金利スワップ取引等     

  （ハ）商品市場における先物

取引等 

    

  ヘッジ対象：     

  （イ）外貨建取引等     

  （ロ）預金・借入金利息等     

  （ハ）非鉄金属、原油、ゴ

ム、食料等の市場のあ

る商品取引 

    

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  ヘッジ取引の実行及び管理

は、取引限度等が規定された

社内規定等に基づき変動リス

クをヘッジしており、ヘッジ

取引の状況は毎月、マネジメ

ントへ報告されるほか、リス

ク管理を行うコーポレート本

部に対し報告することになっ

ております。 

同左 同左 



  

 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジの有効性評価はヘッジ

開始時から有効性判定時点ま

での期間においてヘッジ対象

とヘッジ手段それぞれの相場

変動またはキャッシュ・フロ

ー変動の累計を比較し、両者

の間に高い相関関係が認めら

れております。 

同左 同左 

  (5）その他 (5）その他 (5）その他 

  取引契約は、国内外の取引所

及び高い信用格付を有する金

融機関を相手先としており、

信用リスクはほとんどないと

判断しております。 

同左 同左 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

同左 同左 



会計処理方法の変更 

  

 

  
  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

従来、先入先出法（輸出入商品に

ついては個別法）に基づく原価法

（ただし、一部の商品については

低価法）によっておりましたが、

当中間会計期間より移動平均法

（輸出入商品については個別法）

に基づく原価法（ただし、一部の

商品については低価法）に変更し

ております。これは新営業取引関

連システムの導入を契機に、リア

ルタイムで原価管理を実施、また

価格変動による損益計算への影響

を平準化することにより、より適

正なたな卸資産の評価及び期間損

益の計算を行うことが目的であり

ます。なお、この変更に伴う影響

は軽微であります。 

────── 従来、先入先出法（輸出入商品に

ついては個別法）に基づく原価法

（ただし、一部の商品については

低価法）によっておりましたが、

当事業年度より移動平均法（輸出

入商品については個別法）に基づ

く原価法（ただし、一部の商品に

ついては低価法）に変更しており

ます。これは新営業取引関連シス

テムの導入を契機に、リアルタイ

ムで原価管理を実施、また価格変

動による損益計算への影響を平準

化することにより、より適正なた

な卸資産の評価及び期間損益の計

算を行うことが目的であります。

なお、この変更に伴う影響は軽微

であります。 

２．役員賞与に関する会計基

準 

────── 取締役及び監査役に対する役員賞

与については、当中間会計期間よ

り「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用しております。

この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益はそれぞれ170百万

円減少しております。 

また、当社は、当中間会計期間よ

り執行役員制度を導入しておりま

すが、執行役員等の賞与について

も同会計基準に準拠した会計処理

を行っております。なお、執行役

員等の賞与については、その支給

見込額を「流動負債」の「その

他」に計上（185百万円）してお

ります。 

────── 

３．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準 

────── 当中間会計期間より中間貸借対照

表の表示について「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月

9日)を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金

額は352,888百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等

規則に基づいて作成しておりま

す。 

────── 



  

  

  次へ 

  
  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．ストック・オプション等

に関する会計基準 

────── 当中間会計期間より「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準第８号 平成17年

12月27日)及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第

11号 平成18年５月31日)を適用

しております。 

この結果、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益はそれぞれ35

百万円減少しております。 

────── 

５．企業結合に係る会計基準 ────── 当中間会計期間より「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号 平成17年12

月27日）を適用しております。 

────── 



表示方法の変更 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表関係） （中間貸借対照表関係） 

従来、投資事業有限責任組合の出資持分は、投資その他の資産「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、「証券取引法の一部を改正

する法律」（施行平成16年12月1日 法律第97号）により当該出資

持分が証券取引法上の有価証券と定義されたことに伴い、前事業年

度より「投資有価証券」に含めて表示しております。 

なお、前中間会計期間において、投資その他の資産「その他」に含

めていた投資事業有限責任組合の金額は53百万円であります。 

  

１．従来、「無形固定資産」に含めて表示しておりました「営業

権」は、総資産の100分の５を超えたため、当中間会計期間よ

り「のれん」とした上で区分掲記しております。 

なお、前中間会計期間において、「無形固定資産」に含めてい

た「営業権」の金額は2,331百万円であります。 

２．従来、有限会社の出資持分は、「投資有価証券」に含めて表示

しておりましたが、出資持分の内容を明確にするため、当中間

会計期間より「出資金」に区分して表示しております。 

なお、前中間会計期間において、「投資有価証券」に含めてい

た「出資金」の金額は24,843百万円であります。 

  

────── （中間損益計算書関係） 

  １．従来、区分掲記しておりました「延払販売未実現利益繰入」

（当中間会計期間該当なし）及び「延払販売未実現利益戻入」

（当中間会計期間107百万円）、「その他の営業収益」（当中

間会計期間4,714百万円）、「コマーシャルペーパー利息」

（当中間会計期間83百万円）は、㈱トーメンとの合併に伴い金

額の重要性などを勘案した上で表示科目の見直しを行った結

果、当中間会計期間よりそれぞれ「売上原価」、「売上高」、

「支払利息」に含めて表示しております。 

  ２．従来、「有形固定資産売却益」、「投資有価証券売却益」、

「関係会社株式売却益」、「有形固定資産売却損」及び「無形

固定資産除却損」、「投資有価証券売却損」、「投資有価証券

評価損」、「投資等その他評価損」と掲記しておりましたもの

は、㈱トーメンとの合併を契機に財務諸表の表示科目の見直し

を行った結果、当中間会計期間よりそれぞれ「有形・無形固定

資産売却益」、「投資有価証券・出資金売却益」、「関係会社

株式・関係会社出資金売却益」、「有形・無形固定資産処分

損」、「投資有価証券・出資金売却損」、「投資有価証券・出

資金評価損」、「投資有価証券・出資金評価損」及び「会員権

評価損」と表示しております。 



追加情報 

 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

特別目的会社との取引 当中間会計期間において、特別目

的会社として賃貸住宅特化型の不

動産ファンドを立上げ、当社保有

の賃貸マンション５棟（建物簿価

6,318百万円、土地簿価4,111百万

円、その他簿価８百万円）を売却

しております。 

────── 当事業年度において、特別目的会

社として賃貸住宅特化型の不動産

ファンドを立上げ、当社保有の賃

貸マンション５棟（建物簿価

6,318百万円、土地簿価4,111百万

円、その他簿価８百万円）を売却

しております。 

退職給付制度の変更 ────── 当社は、㈱トーメンとの合併を契

機に、将来にわたり安定的かつ継

続的に運営できる退職給付制度の

実現を目的として、企業年金基

金・退職一時金・確定拠出年金の

制度割合の変更、退職金ポイント

制の採用など新たな退職給付制度

の導入を決定し、本年10月１日よ

り新制度に移行しました。 

この制度変更に伴い、当中間会計

期間において過去勤務債務償却額

1,402百万円を特別損失として計

上しております。 

────── 

パーチェス法の適用 ────── 当社は、平成18年４月１日を合併

期日として㈱トーメンと合併し、

㈱トーメンの資産・負債及び権

利・義務の一切を承継いたしまし

た。合併に際し、当社は普通株式

44,695,912株を発行し、合併期日

の前日である平成18年３月31日の

㈱トーメンの最終の株主名簿（実

質株主名簿を含む）に記載または

記録された株主に対して、同社の

普通株式１株につき当社の普通株

式0.069株の割合をもって割当て

ました。 

当社は、当中間会計期間の中間財

務諸表の作成にあたり、会計制度

委員会研究報告第７号「会社分割

に関する会計処理」（平成13年３

月30日 日本公認会計士協会）に

基づき、平成17年12月27日に公表

されました「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会 

企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。 

具体的には当社を取得企業、㈱ト

ーメンを被取得企業としたパーチ

ェス法により中間財務諸表を作成

しております。 

────── 



  

 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    (1)被取得企業の名称及び事業の

内容、企業結合を行った主な

理由、企業結合日、企業結合

の法的形式、結合後企業の名

称 

  

    ①被取得企業の名称及び事業の

内容 

  

    被取得企業：㈱トーメン   

    事業の内容：   

    各種商品の国内ならびに 

輸出入販売 

  

    ②企業結合を行った主な理由   

    当社は、㈱トーメンとの間で

平成12年３月以降、資本・業

務提携を進めて参りましたが

これまでの成果を踏まえより

一層の事業領域拡大と新たな

ビジネスチャンスの創出を図

り、さらなる企業価値の向上

を実現するためには合併が両

社にとって最善の選択である

と判断するに至りました。 

  

    ③企業結合日   

    平成18年４月１日   

    ④企業結合の法的形式   

    当社を存続会社とし、㈱トー

メンを消滅会社とする吸収合

併方式 

  

    ⑤結合後企業の名称   

    豊田通商㈱   

    (2)中間財務諸表に含まれている

被取得企業の業績の期間 

被取得企業である㈱トーメン

の当中間会計期間の業績は、

平成18年４月１日から平成18

年９月30日までの６ヶ月間の

業績となっております。 

  



  

 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    (3)被取得企業の取得原価及びそ

の内訳。交付した株式の種類

別の交換比率及びその算定方

法、交付株式数及び評価額 

被取得企業の取得原価は

180,947百万円であり、その内

訳は当社普通株式44,695,912

株の発行に加え、合併期日の

前日である平成18年３月31日

時点で当社が所有していた㈱

トーメンの普通株式

159,735,000株及び優先株式

144,000,000株であります。 

取得原価の内、当社普通株式

分につきましては、統合発表

日を含まない前５日の当社平

均株価を用いて算定しており

ます。 

株式割当比率につきまして

は、合併期日の前日である平

成18年３月31日の㈱トーメン

の最終の株主名簿（実質株主

名簿を含む）に記載または記

録された株主に対して、同社

の普通株式１株につき当社の

普通株式0.069株の割合をもっ

て割当ていたしました。但

し、㈱トーメンが所有してい

た自己株式2,559,792株、当社

が所有していた㈱トーメンの

普通株式159,735,000株及び優

先株式144,000,000株に対して

は割当を行いませんでした。

株式割当比率の算定方法につ

きましては、第三者機関が算

定した結果を参考として、当

事者間において決定いたしま

した。 

  



  

 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    (4)発生したのれんの金額、発生

原因、償却方法及び償却期間 

  

    ①のれんの金額   

    171,973百万円   

    被取得企業から継承した資産

及び負債のうち、繰延税金資

産等一部の資産及び負債への

取得原価の配分については、

当中間会計期間末において入

手可能な情報による合理的な

見積り等に基づいた暫定的な

会計処理を行っております。 

このため、当事業年度末まで

に追加的に入手した情報等に

より当中間会計期間末におけ

る見積り等に変更が生じるこ

ととなった場合には、当該資

産及び負債への取得原価の配

分を変更し、のれんの金額を

修正することがあります。 

  

    ②発生原因   

    企業結合時の時価純資産が取

得原価を下回ったため、その

差額をのれんとして認識して

おります。 

  

    ③償却方法及び償却期間   

    定額法（10年）   

    (5)企業結合日に受入れた資産及

び引き受けた負債の額並びに

その主な内訳 

  

          単位：百万円 

流動資産 流動負債 

254,115 344,976 

固定資産 固定負債 

287,799 187,964 

資産計  負債計 

541,914 532,940 

  



  

  

  次へ 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

財団法人民間都市開発推進機

構との契約 

────── 当社（消滅会社である㈱トーメ

ン）は、財団法人民間都市開発推

進機構（以下「民都」という。)

へ以下の通り土地を売却しており

ます。なお、民都は、契約日から

10年以内の間に売り戻すことがで

きる契約になっております。 

────── 

    契約日 平成11年３月５日 

所在地 千葉県四街道市 

売却面積 22,252.78㎡ 

(約6,700坪) 

売却額 1,778百万円 

  

    将来の土地買戻しに伴う損失見込

額を不動産関連損失引当金として

計上しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

１．※１ 有形固定資産の減価償却累計額 １．※１ 有形固定資産の減価償却累計額 １．※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

14,747百万円 16,706百万円 14,623百万円 

※２ このうち取引保証、会員信認金、

清算預託金及び委託証拠金のため

差入れている資産は次のとおりで

あります。 

担保差入資産
投資有価証券 

3,704百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

※取引保証、会員信認金、清算

預託金及び委託証拠金のため

差入れているものでありま

す。 

その他（流動資
産） 

1,958百万円

投資有価証券※ 4,924
その他（投資そ
の他の資産） 

3,916

計 10,800百万円

※２ このうち取引保証、会員信認金、

清算預託金及び委託証拠金のため

差入れている資産は次のとおりで

あります。 

担保差入資産
投資有価証券 

4,574百万円

  担保付債務は次のとおりでありま

す。 

短期借入金 1,958百万円

長期借入金 3,916

計 5,875百万円

  

※３   ───── ※３ 中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をも

って決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の満

期手形が中間会計期間末日の残高

に含まれております。 

※３   ───── 

    
受取手形 

支払手形 

8,857百万円

6,494百万円



  

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

２．保証債務 ２．保証債務 ２．保証債務 

下記の会社の借入金等または取引に対し

て保証を行っております。 

下記の会社の借入金等または取引に対し

て保証を行っております。 

下記の会社の借入金等または取引に対し

て保証を行っております。 
  

  

㈱エネ・ビジョン 1,389百万円

その他国内法人８社 2,209 

Toyota Tsusho  
Investment 
（Australia） 
Pty.Ltd. 

8,319 

P.T.Astra Auto 
Finance 

2,608 

Toyota Tsusho  
Kazakhstan Auto LLP 

1,924 

Steel Center Europe 
s.r.o. 

1,420 

Business Car 1,131 

その他海外法人53社 11,996 

保証債務計 30,999百万円

債務保証損失引当金
設定額 

516 

差引 30,483百万円

  
ボンタン・ 

エルエヌジー・ 

トレイン・エイチ 

投資㈱ 

2,173百万円

その他国内法人20社 10,176

Tomen America Inc. 9,504

Toyota Tsusho  
Investment 
（Australia） 
Pty.Ltd. 

5,928

P.T.Kaltim Pasifik 
Amoniak 

4,487

P.T.Astra Auto 
Finance 

2,920

Steel Center Europe 

s.r.o. 
2,467

その他海外法人74社 23,750

保証債務計 61,410百万円

債務保証損失引当金
設定額 

306 

差引 61,104百万円

  

㈱エネ・ビジョン 1,307百万円

その他国内法人８社 2,657 

Toyota Tsusho 
Investment 
(Australia)  
Pty.Ltd. 

6,405 

P.T.Astra Auto 
Finance 

2,717 

Steel Center Europe 
s.r.o. 

2,610 

Poland Smelting 
Technologies 
“POLST”Sp.zo.o. 

1,579 

Toyota Adria d.o.o 1,163 

その他海外法人53社 12,668 

保証債務計 31,110百万円

債務保証損失引当金
設定額 

283 

差引 30,827百万円

  
３．輸出手形割引高 19,516百万円

  
３．輸出手形割引高 27,432百万円 ３．輸出手形割引高 20,697百万円



  

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

４．当社及び連結子会社であるToyota 

Tsusho America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho 

(Singapore) Pte.Ltd.においては、金融

市場の混乱等の不測の事態が発生した場

合の資金調達に備えるため、当中間会計

期間末現在、取引銀行11行との間でマル

チカレンシー・リボルビング・ファシリ

ティー（複数通貨協調融資枠）契約を 

30,000百万円相当額締結しております。 

当社は、複数通貨協調融資枠30,000百万

円相当額の全額を、Toyota Tsusho 

America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho 

(Singapore) Pte.Ltd.と共有できる形態

となっております。 

当中間会計期間末における複数通貨協調

融資枠に係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。 

４．当社及び連結子会社であるToyota 

Tsusho America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho 

(Singapore) Pte.Ltd.においては、金融

市場の混乱等の不測の事態が発生した場

合の資金調達に備えるため、当中間会計

期間末現在、取引銀行12行との間でマル

チカレンシー・リボルビング・ファシリ

ティー（複数通貨協調融資枠）契約を

50,000百万円相当額締結しております。 

当社は、複数通貨協調融資枠50,000百万

円相当額の全額を、Toyota Tsusho 

America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho 

(Singapore) Pte.Ltd.と共有できる形態

となっております。 

当中間会計期間末における複数通貨協調

融資枠に係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。 

４．当社及び連結子会社であるToyota 

Tsusho America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho 

(Singapore) Pte.Ltd.においては、金融

市場の混乱等の不測の事態が発生した場

合の資金調達に備えるため、当事業年度

末現在、取引銀行11行との間でマルチカ

レンシー・リボルビング・ファシリティ

ー（複数通貨協調融資枠）契約を30,000

百万円相当額締結しております。 

当社は、複数通貨協調融資枠30,000百万

円相当額の全額を、Toyota Tsusho 

America,Inc.、Toyota Tsusho 

U.K.Ltd.、Toyota Tsusho Europe 

S.A.,Neuss Branch、Toyota Tsusho 

(Singapore) Pte.Ltd.と共有できる形態

となっております。 

当事業年度末における複数通貨協調融資

枠に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 
  

複数通貨協調融資枠のうち、
当社が借入実行できる総額 

30,000百万円
相当額

当社の借入実行残高 － 

連結子会社の借入実行残高 － 

差引額 30,000百万円
相当額

  
複数通貨協調融資枠のうち、
当社が借入実行できる総額 

50,000百万円
相当額

当社の借入実行残高 － 

連結子会社の借入実行残高 － 

差引額 50,000百万円
相当額

複数通貨協調融資枠のうち、
当社が借入実行できる総額 

30,000百万円
相当額

当社の借入実行残高 － 

連結子会社の借入実行残高 － 

差引額 30,000百万円
相当額



（中間損益計算書関係） 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．※１ 有形固定資産売却益は、土地、建

物の売却益によるものです。 

  

１．※１   ───── 

  

１．※１ 有形固定資産売却益は、土地、建

物の売却益によるものでありま

す。 

※２ 有形固定資産売却損は、主に土

地、建物の売却損によるもので

す。 

  

※２   ───── 

  

※２ 有形固定資産売却損は、主に土

地、建物の売却損によるものであ

ります。 

※３ 投資等その他評価損は、出資金お

よび会員権を時価へ評価替えした

ことに伴う損失であります。 

  

※３   ───── ※３ 投資等その他評価損は、出資金お

よび会員権を時価へ評価替えした

ことに伴う損失であります。 

※４   ───── ※４ 有形・無形固定資産売却益は、主

に車両及び運搬具の売却益による

ものです。 

  

※４   ───── 

※５   ───── ※５ 有形・無形固定資産処分損は、主

に建物、構築物の除却損によるも

のです。 

  

※５   ───── 

※６   ───── ※６ 退職給付制度の変更に伴い発生し

た過去勤務債務の一括処理による

ものであります。 

  

※６   ───── 

２．減価償却実施額 ２．減価償却実施額 ２．減価償却実施額 
  
有形固定資産 577百万円

無形固定資産 1,559百万円

  
有形固定資産 506百万円

無形固定資産 10,490百万円

有形固定資産 1,089百万円

無形固定資産 3,289百万円

３．貿易取引に係る支払利息 ３．貿易取引に係る支払利息 ３．貿易取引に係る支払利息 

売上原価として処理しております。 同左 同左 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加79千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少696千株は、ストック・オプションの権利行使による減少685千株、単元未満株式の買

増し請求に応じたことによる減少11千株であります。 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末 
株式数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

自己株式 

普通株式 4,072 （注１）   79 （注２）  696 3,455 

合計 4,072 79 696 3,455 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産 
（器具備品） 

3,539 1,591 1,948

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産 
（機械及び装
置） 

815 477 338

有形固定資産 
（器具備品） 

3,851 2,230 1,620

合計 4,667 2,708 1,958

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

有形固定資産
（器具備品） 

3,585 1,842 1,743

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）      同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 800百万円

１年超 1,148百万円

合計 1,948百万円

  
１年以内 894百万円

１年超 1,064百万円

合計 1,958百万円

１年以内 785百万円

１年超 958百万円

合計 1,743百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（注）      同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は未経

過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。 

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 410百万円

減価償却費相当額 410百万円

  
支払リース料 496百万円

減価償却費相当額 496百万円

支払リース料 806百万円

減価償却費相当額 806百万円

④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

（借主側） （借主側） （借主側） 
  

１年以内 32百万円

１年超 35百万円

合計 68百万円

  
１年以内 1,161百万円

１年超 3,705百万円

合計 4,866百万円

１年以内 29百万円

１年超 48百万円

合計 78百万円



（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（前中間会計期間末）（平成17年９月30日） 

  

（当中間会計期間末）（平成18年９月30日） 

  

（前事業年度末）（平成18年３月31日） 

  

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

 

  

    中間貸借対照表計上額  時価  差額 

  子会社株式 －百万円  －百万円  －百万円 

  関連会社株式 16,138百万円  36,293百万円  20,155百万円 

    中間貸借対照表計上額  時価  差額 

  子会社株式 24,697百万円  17,395百万円  △7,302百万円 

  関連会社株式 26,785百万円  23,630百万円  △3,154百万円 

    貸借対照表計上額  時価  差額 

  子会社株式 －百万円  －百万円  －百万円 

  関連会社株式 16,138百万円  34,337百万円  18,199百万円 



（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．株式会社トーメンとの合併契約

書締結 

当社は、平成17年10月28日開催の

取締役会を経て同日、㈱トーメン

との間で合併に関する基本合意書

を締結いたしました。また、平成

17年12月６日開催の取締役会を経

て同日、㈱トーメンとの間で合併

契約書を締結いたしました。 

なお、詳細は「第５経理の状況 

１.中間連結財務諸表等」の重要

な後発事象を参照してください。 

  

２．株式会社トーメン発行済優先株

式保有銀行との優先株式譲渡契

約締結 

当社は、平成17年12月６日開催の

取締役会を経て同日、㈱トーメン

が発行する優先株式を保有する銀

行７行との間で優先株式譲渡契約

書を締結いたしました。 

なお、詳細は「第５経理の状況 

１．中間連結財務諸表等」の重要

な後発事象を参照してください。 

１．公募及び第三者割当による新株

式発行 

当社は、平成18年10月31日開催の

取締役会において、公募及び第三

者割当による新株式発行を決議

し、平成18年11月21日に払込が完

了いたしました。 

  

２．オーバーアロットメントによる

当社株式の売出しに関連して行

う第三者割当による新株式発行 

当社は、平成18年10月31日開催の

取締役会において、オーバーアロ

ットメントによる当社株式の売出

しに関連して行う第三者割当によ

る新株式発行を決議し、平成18年

12月19日に払込が完了いたしまし

た。 

  

なお、上記に係る詳細は「第５経

理の状況 １．中間連結財務諸表

等」の重要な後発事象を参照して

ください。 

１．㈱トーメンとの合併 

当社は平成18年２月21日開催の臨

時株主総会における合併契約書の

承認決議により、平成18年４月１

日を合併期日として㈱トーメンと

合併し、商号は引続き「豊田通商

株式会社」とし、㈱トーメンの資

産・負債及び権利・義務の一切を

承継いたしました。 

  

２．社債の発行 

当社は平成18年４月27日に開催さ

れた取締役会決議（国内普通社債

発行の包括決議の件）に基づき、

無担保国内普通社債を発行いたし

ます。 

  

なお、上記に係る詳細は「第５経

理の状況 １．連結財務諸表等」

の重要な後発事象を参照してくだ

さい。 



(2）【その他】 

１．中間配当に関する取締役会の決議は次のとおりであります。 

２．その他特記事項はありません。 

  

  

  ① 決議年月日 平成18年10月31日  

  ② 中間配当金総額 3,889,297,356円  

  ③ １株当たり中間配当金 12円00銭  

  ④ 中間配当金支払開始日 平成18年11月27日  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

 

(1) 有価証券報告書及

びその添付書類 

事業年度（第85期） 自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

平成18年６月27日 

関東財務局長に提出。 

  事業年度（第136期） 

（旧会社名 ㈱トーメン） 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

平成18年６月27日 

関東財務局長に提出。 
    
(2) 臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第３号及び第９号の規定（特定子会

社の異動並びに代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であ

ります。 

平成18年４月３日 

関東財務局長に提出。 

  
(3) 有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 平成18年７月25日 

関東財務局長に提出。 
  
(4) 有価証券届出書（一般募集、その他の者に対する割当及びオーバーアロットメント

による売出し）及びその添付書類 

平成18年10月31日 

関東財務局長に提出。 

  
(5) 有価証券届出書（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増

資）及びその添付書類 

平成18年10月31日 

関東財務局長に提出。 
  
(6) 有価証券届出書の訂正届出書 上記(3)に係る訂正届出書 

  

上記(4)に係る訂正届出書 

  

上記(5)に係る訂正届出書 

  

平成18年８月２日 

関東財務局長に提出。 

平成18年11月13日 

関東財務局長に提出。 

平成18年11月13日 

関東財務局長に提出。 
  
(7) 発行登録書（普通社債）及び添付書類 平成18年７月31日 

関東財務局長に提出。 
  
(8) 訂正発行登録書（普通社債） 

  

  平成18年４月３日 

関東財務局長に提出。 

平成18年６月27日 

関東財務局長に提出。 
  
(9) 発行登録追補書類（普通社債）及びその添付書類 平成18年５月30日 

東海財務局長に提出。 
  
(10) 発行登録取下届出書 平成17年10月３日提出の発行登録書の取下届出書

であります。(旧会社名 ㈱トーメン） 

平成17年２月18日提出の発行登録書の取下届出書

であります。 

平成18年４月３日 

関東財務局長に提出。 

平成18年７月31日 

関東財務局長に提出。 
  
(11) 自己株券買付状況報告書 平成18年４月13日 

平成18年５月12日 

平成18年６月９日 

平成18年７月11日 

平成18年７月12日 

平成18年８月11日 

平成18年９月６日 

平成18年10月12日 

平成18年11月９日 

平成18年12月７日 

関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１６日

豊 田 通 商 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている豊田通商株式会社の

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、豊田通商株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 １．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、連結財務諸表提出会社はたな卸資産の

評価方法を変更した。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、連結財務諸表提出会社は平成17年12月６日株式会社トーメンとの間で合併契約書を

締結した。 

 ３．重要な後発事象に記載されているとおり、連結財務諸表提出会社は平成17年12月６日株式会社トーメンが発行する優先株式を

保有する銀行７行との間で優先株式譲渡契約書を締結した。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 堀 江 正 樹 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 内 和 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 内 仁 志 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 松 本 千 佳 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成18年12月19日

豊田通商株式会社   

  取締役会 御中   

  あらた監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 堀江 正樹 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 吉田 周邦 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 高濱  滋 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている豊
田通商株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１
日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中
間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務
諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明すること
にある。 
 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中
間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対
する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成
基準に準拠して、豊田通商株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す
る有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 
１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員
賞与に関する会計基準」を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

２．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適
用指針」を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

３．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より「スト
ック・オプション等に関する会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を適用
して中間連結財務諸表を作成している。 

４．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より「企業
結合に係る会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」を適用して中間連
結財務諸表を作成している。 

５．【事業の種類別セグメント情報】（事業区分及び勘定科目の表示方法の変更）に記載のとおり、当中間連結会
計期間より、従来「生活産業・資材」の区分に属していた食料事業を「食料」として区分し、従来の「機械情
報」を「機械・エレクトロニクス」に呼称変更した。 

６．重要な後発事象に記載のとおり、平成18年10月31日開催の取締役会において、公募および第三者割当による新
株式発行を決議し、平成18年11月21日に払込が完了した。 

７．重要な後発事象に記載のとおり、平成18年10月31日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる
株式の売出しに関連して行う第三者割当による新株式発行を決議し、平成18年12月19日に払込が完了した。 

  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  
（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書
提出会社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１６日

豊 田 通 商 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている豊田通商株式会社の

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第85期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、豊田通

商株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 １．会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社はたな卸資産の評価方法を変更した。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月６日株式会社トーメンとの間で合併契約書を締結した。 

 ３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月６日株式会社トーメンが発行する優先株式を保有する銀行７行

との間で優先株式譲渡契約書を締結した。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 堀 江 正 樹 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 内 和 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 内 仁 志 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 松 本 千 佳 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成18年12月19日

豊田通商株式会社   

  取締役会 御中   

  あらた監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 堀江 正樹 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 吉田 周邦 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 高濱  滋 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている豊

田通商株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第86期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、豊田通商株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計処理方法の変更に記載のとおり、当中間会計期間より「役員賞与に関する会計基準」を適用して中間財務

諸表を作成している。 

２．会計処理方法の変更に記載のとおり、当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用して中間財務諸表を作成し

ている。 

３．会計処理方法の変更に記載のとおり、当中間会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基準」及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を適用して中間財務諸表を作成している。 

４．会計処理方法の変更に記載のとおり、当中間会計期間より「企業結合に係る会計基準」及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」を適用して中間財務諸表を作成している。 

５．重要な後発事象に記載のとおり、平成18年10月31日開催の取締役会において、公募および第三者割当による新

株式発行を決議し、平成18年11月21日に払込が完了した。 

６．重要な後発事象に記載のとおり、平成18年10月31日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる

株式の売出しに関連して行う第三者割当による新株式発行を決議し、平成18年12月19日に払込が完了した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２仕入、成約及び売上の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）発行済株式総数、資本金等の状況
	(4）大株主の状況
	(5）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1）中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/107
	pageform2: 2/107
	form1: EDINET提出書類  2006/12/25 提出
	form2: 豊田通商株式会社(401014)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/107
	pageform4: 4/107
	pageform5: 5/107
	pageform6: 6/107
	pageform7: 7/107
	pageform8: 8/107
	pageform9: 9/107
	pageform10: 10/107
	pageform11: 11/107
	pageform12: 12/107
	pageform13: 13/107
	pageform14: 14/107
	pageform15: 15/107
	pageform16: 16/107
	pageform17: 17/107
	pageform18: 18/107
	pageform19: 19/107
	pageform20: 20/107
	pageform21: 21/107
	pageform22: 22/107
	pageform23: 23/107
	pageform24: 24/107
	pageform25: 25/107
	pageform26: 26/107
	pageform27: 27/107
	pageform28: 28/107
	pageform29: 29/107
	pageform30: 30/107
	pageform31: 31/107
	pageform32: 32/107
	pageform33: 33/107
	pageform34: 34/107
	pageform35: 35/107
	pageform36: 36/107
	pageform37: 37/107
	pageform38: 38/107
	pageform39: 39/107
	pageform40: 40/107
	pageform41: 41/107
	pageform42: 42/107
	pageform43: 43/107
	pageform44: 44/107
	pageform45: 45/107
	pageform46: 46/107
	pageform47: 47/107
	pageform48: 48/107
	pageform49: 49/107
	pageform50: 50/107
	pageform51: 51/107
	pageform52: 52/107
	pageform53: 53/107
	pageform54: 54/107
	pageform55: 55/107
	pageform56: 56/107
	pageform57: 57/107
	pageform58: 58/107
	pageform59: 59/107
	pageform60: 60/107
	pageform61: 61/107
	pageform62: 62/107
	pageform63: 63/107
	pageform64: 64/107
	pageform65: 65/107
	pageform66: 66/107
	pageform67: 67/107
	pageform68: 68/107
	pageform69: 69/107
	pageform70: 70/107
	pageform71: 71/107
	pageform72: 72/107
	pageform73: 73/107
	pageform74: 74/107
	pageform75: 75/107
	pageform76: 76/107
	pageform77: 77/107
	pageform78: 78/107
	pageform79: 79/107
	pageform80: 80/107
	pageform81: 81/107
	pageform82: 82/107
	pageform83: 83/107
	pageform84: 84/107
	pageform85: 85/107
	pageform86: 86/107
	pageform87: 87/107
	pageform88: 88/107
	pageform89: 89/107
	pageform90: 90/107
	pageform91: 91/107
	pageform92: 92/107
	pageform93: 93/107
	pageform94: 94/107
	pageform95: 95/107
	pageform96: 96/107
	pageform97: 97/107
	pageform98: 98/107
	pageform99: 99/107
	pageform100: 100/107
	pageform101: 101/107
	pageform102: 102/107
	pageform103: 103/107
	pageform104: 104/107
	pageform105: 105/107
	pageform106: 106/107
	pageform107: 107/107


